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は じ め に 

 千代田区は、性別による不平等がなく、だれもが自分で生き方を選ぶことができ、

その選択が認められ参画できる社会の実現をめざし、男女平等社会の形成に関する施

策を総合的かつ計画的に進めるための「第４次千代田区男女平等推進行動計画」を策

定し施策展開を図ってまいりました。この間、男女共同参画の推進やＤＶ等の根絶を

はじめ様々な施策を推進し、男女平等社会の実現に向け一定の成果を挙げてまいりま

した。 

一方、女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの実現などの新たな課題に対応

するため、国では「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の成立、東京

都では「男女平等参画のための東京都行動計画」の策定など、男女共同参画に向けた

新たな法制度等の整備が進められました。 

本区におきましても、こうした社会情勢や新たな法制度等整備の動向、本区の現状

を踏まえ、このたび、今後５年間の施策推進の基盤となる「第５次千代田区男女平等

推進行動計画」を策定いたしました。計画には性的マイノリティへの理解促進と支援、

男性の働き方に対する意識改革など、今日的な課題を盛り込むとともに、女性活躍推

進法に基づく「千代田区女性活躍推進計画」、配偶者暴力防止法に基づく「千代田区

配偶者暴力対策基本計画」なども包含し、男女平等推進のための総合計画として位置

づけております。 

男女平等社会の実現は、決して区だけでは達成できるものではありません。千代田

区に住み、働き、学び、集うすべての人々や事業者・団体等の皆様と連携・協働し、

課題解決を図ることが重要であり、皆様方の一層のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

結びに、本計画の策定にご尽力いただきました千代田区男女平等推進区民会議委員

をはじめ貴重なご意見をお寄せいただきました区民の皆様に、心から感謝を申し上げ

ます。 

 

平成２９年３月 

             千代田区長 石川 雅己   
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本計画書では、男女平等やジェンダーに関する用語を多数用いています。それらの用語には※を

付け、巻末に用語説明を加えています。 
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第１章 計画の枠組み 

 １．計画の背景 

（１）世界のなかの日本の状況 

世界では国際連合（以下、国連）を中心に女性差別の撤廃や男女平等の促進へ向け、様々な

取組みが行われてきました。昭和54年には国連総会で「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃

に関する条約」※が採択され、日本は同条約を昭和60年に批准しました。その後、日本では「男女

雇用機会均等法」※や「男女共同参画社会※基本法」※等の法整備が進められてきました。 

国連では定期的に世界女性会議※が開催され、平成７年に北京で開催された第４回世界女性会

議にて21世紀に向けた「北京宣言」と女性政策の指針となる「行動綱領」が示され、平成27年には

「北京＋20」として、各国におけるこれまでの取組みのレビューが行われています。 

そのほか、国連サミットにおいて平成27年に採択された2030年までの国際目標を示す「持続可

能な開発のための2030アジェンダ」では、持続可能な開発目標のひとつとして、「ジェンダー※の平

等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメント※を図る」が掲げられています。 

先進国と開発途上国のいずれにおいても男女平等・男女共同参画の取組みが進むなか、日本も

昭和60年以降、政策を進めています。しかし、男女格差や不平等を示す指標をみると、十分な成

果が上がっているとは言い難い状況です。 

就労や教育、政治参加、保健等の分野における男女格差を指標化したジェンダー・ギャップ指

数※をみると、平成28年には144か国中111位という状況です。また、個々人の可能性が発揮され、

価値ある人生を送ることが男女間の不平等によって阻害されている度合を示すジェンダー不平等

指数※は155か国中26位（平成26年）となっています。いずれも先進国のなかで低い数値となって

おり、国連においても男女平等が進んでいないことが指摘されています。これらの状況を踏まえ、国

連女性差別撤廃委員会※では、民法における差別的規定、労働市場における女性の状況と女性が

直面する賃金差別、 政治的・公的活動への平等な参画等、早急な改善措置を勧告しています。 

 

（２）国の政策動向 

■男女共同参画の取組み 

男女共同参画社会基本法の施行以来、国においては「男女共同参画基本計画」が策定され、

施策が進められてきました。現在は、平成27年度に策定された「第４次男女共同参画基本計画」

（以下、第４次基本計画）が最新の計画となります。 

同計画は、第３次男女共同参画基本計画（平成22年度策定）には見られなかった、男性の働き

方・暮らし方の見直しを強調していることが特徴と言えます。勤続年数を重視しがちな年功的な処遇

の下、長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方等を前提とする労働慣行を「男性

中心型労働慣行」※と表現し、それを是正することが強調されています。ここには、2020年までに３

割の女性が指導的地位に立つという「2020年30％」※の実現には、女性の社会参画だけでなく、労

働慣行の見直しや男性の家庭への参画が必要であるという認識が見られます。 

そのほか、東日本大震災の発生を踏まえ、男女共同参画の視点から防災・復興対策を講じるこ

とが求められています。 
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■女性活躍推進の取組み 

第４次基本計画では、女性の参画に加えて、女性の活躍を推進していくという方向性が打ち出さ

れています。その背景には、先進国のなかで最低レベルとなっている女性の就労状況を踏まえ、十

分に活かすことができていない潜在的な労働力として女性をとらえ、女性の活躍を推進することで経

済成長を目指そうとする政策動向があります。 

女性の活躍推進が課題として位置づけられたのは、平成25年度の成長戦略でした。その後、平

成26年度には政府における「すべての女性が輝く社会づくり本部」※が設置され、平成27年度には

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」※（以下、女性活躍推進法）が成立しました。

さらに、平成28年度には「ニッポン一億総活躍プラン」※において女性の潜在的なポテンシャル、経

済的な側面から女性の活躍を支援することが明記されたほか、第４次基本計画と女性活躍推進の

双方を踏まえた「女性活躍加速のための重点方針2016」が策定されています。 

 

■ＤＶに対する取組み 

女性の活躍が期待される一方、ＤＶ※等の性差に基づく暴力や人権侵害が深刻な社会問題とな

っています。国においては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」※（以下、

配偶者暴力防止法）や「ストーカー行為等の規制等に関する法律」を状況に合わせて改定し、対応

を図ってきました。 

近年では、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下、ＳＮＳ）や動画サイトが普及するなか、イ

ンターネットを利用したストーカーや、元交際相手・元配偶者等の性的な画像・動画を公開するリベ

ンジポルノ等が問題となりました。それに対しても、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止

に関する法律」※の施行によって対応が図られています。 

しかしながら、交際相手からの暴力（デートＤＶ※）は配偶者暴力防止法の対象外となっていること

から、議論がなされているところです。 

 

（３）東京都の政策動向 

東京都では、平成11年度に全国に先駆けて「東京都男女平等参画基本条例」を公布して以来、

男女平等参画及びＤＶ対策の取組みを進めてきています。 

男女共同参画の最新の計画となる「男女平等のための行動計画 チャンス＆サポート東京プラン

2012」（平成23年度策定）では、重点課題として「働く場における男女平等参画の促進」、「仕事と

家庭・地域生活の調和がとれた生活の実現」、「特別な配慮を必要とする男女への支援」、「配偶者

からの暴力の防止」が掲げられています。 

また、女性活躍推進においても、平成27年度に「東京都女性活躍推進白書」が発行され、「意欲

と能力に応じて多様なチャレンジができるまち・東京」、「ライフスタイルに合わせて柔軟な働き方が

選択できるまち・東京」、「地域の課題解決に向けて多様な担い手が活躍できるまち・東京」という提

言がなされました。 

そのほか、東京23区では、渋谷区と世田谷区において、ＬＧＢＴ※等の性的マイノリティ※の人権や

多様性を尊重し、共生しようとする取組みが進められ、注目されています。 
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（４）男女平等・男女共同参画にかかわる千代田区の特性 

■人口・出生率 

千代田区は平成７年まで人口が減少していましたが、その後、人口増加に転じ、平成27年には

58,406人（国勢調査）となっています。 

特に生産年齢人口（15歳以上、65歳未満）が増えており、高齢化率も２割を下回っています。ま

た、平成23年以降、合計特殊出生率も上昇しており、東京都を大きく上回り、全国平均に近づいて

いることから、子育て世代が増えていると考えられます。 

 

■昼夜間人口比率 

千代田区は、区内に通勤・通学する昼間人口が区の人口（夜間人口）を大きく上回っており、平

成22年時点での昼夜間人口比率※は約1,739％となっています。最近の人口増加によって昼夜間

人口比率は過去15年にわたって減少していますが、特別区でも突出して高く、第２位・第３位の中

央区・港区の３倍以上となっています。事業所が集積する都心区ならではの特徴として、規模の大

きな企業だけでなく、中小企業も少なくありません。 

 

■女性の就業状況 

千代田区では、15歳以上の女性の48.8％が何らかの仕事に就いています。これは東京23区全

体よりも高く、また役員として働く人が就業者の16.6％であることも特徴です。 

一方、労働力人口比率※をみると、20歳代後半で最も高くなり、その後なだらかに減少します。こ

のことから、働く女性が多い一方で結婚や出産を機に退職した女性が復職しない傾向があることが

推察されます。 

 

図 千代田区・東京23区における女性の５歳階級別労働力人口比率 

 
出典：平成22年度国勢調査 
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（５）千代田区の政策動向 

■男女平等・男女共同参画の取組み 

千代田区では、平成８年度に「千代田区男女平等推進行動計画」を策定しました。その後、改定

を重ね、平成23年度に策定した「第４次千代田区男女平等推進行動計画」（以下、第４次行動計

画）では、「性別による不平等がなく、だれもが自分で生き方を選ぶことができ、その選択が認められ

て参画できる社会の実現」を基本理念として示しています。 

この基本理念の下、男女平等意識の定着や男女共同参画の推進、ＤＶ等の根絶等を施策として

進めてきました。第４次行動計画の基本理念は、平成26年度に策定された区の総合的かつ最上位

の行政計画である「ちよだみらいプロジェクト」（千代田区第３次基本計画）にも示されており、男女共

同参画社会の実現に向けた取組みを進めています。 

 

 

■男女共同参画センターＭＩＷ 

千代田区では男女共同参画を推進する拠点として、平成10年度に男女共同参画センターＭＩＷ

を開設しました。それ以来、区内の高校や大学、企業とも連携しながら男女平等・男女共同参画へ

の意識啓発のための講座や相談、区内で活動する団体の交流・活動支援に取り組んでおり、活動

の輪を広げています。 
  

ちよだみらいプロジェクトにおける男女共同参画に関する記載内容 
 

○めざすべき10年後の姿 

●性別にかかわらず一人ひとりが個人として尊重され、その個性と能力が発揮できている。 

●ライフステージに応じた支援の充実により、働きたい人が、働き続けられている。 

●一人ひとりの仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス※）が実現されている。 
 

○10年後の姿を実現するための主な取組み 

▶男女共同参画センターＭＩＷ
ミ ュ ウ

の運営 

▶仕事と子育ての両立への支援 

▶意思決定過程への女性の参画の推進 

▶男女共同参画に向けた職員の意識向上 
 

○施策の目標の実現に関する指標 

指標 平成26年度 
目標値 

（平成31年度）

男女の性別により不平等があると思う人の割合 30％ 20％ 

男女共同参画センターＭＩＷの利用者数 
19,030人 

（平成25年度） 
23,800人 

区が設置する委員会や審議会等における女性委員の割合 33％ 40％ 

区役所の管理・監督者（係長級以上）のうち女性が占める割合 21％ 40％ 
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 ２．計画の目的と位置づけ 

本計画は、男女共同参画社会基本法に基づく計画であるとともに、配偶者暴力防止法に基づく

「千代田区配偶者暴力対策基本計画」及び女性活躍推進法に規定される「千代田区女性活躍推

進計画」として位置づけられるものです。それぞれの法律や第４次基本計画、さらには東京都の条

例・計画を踏まえつつ、男女ともに個性が尊重されて多様な生き方を実現でき、あらゆる分野に男

女が平等に参画できる社会をめざします。 

さらに、国・東京都の政策のみならず、千代田区の地域特性、さらにはＤＶ・デートＤＶへの対応、

性的マイノリティへの配慮といった社会情勢にも対応する計画として策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．計画の期間 

本計画は、平成29年度から平成33年度までの５年間を計画期間とします。 

計画の施策体系に沿って目標ごとに平成33年度における数値目標を定め、それに照らして計画

の評価を行います。 
 

 
平成 

29年度 

平成 

30年度

平成 

31年度

平成 

32年度

平成 

33年度

平成 

34年度 

平成 

35年度 

平成 

36年度

男女平等推進 

行動計画 

        

ちよだみらい 

プロジェクト 

        

 
  

国の施策（根拠法と上位計画） 

男女共同参画社会基本法

男女共同参画基本計画 

ちよだみらい 

プロジェクト 
千代田区男女平等推進行動計画 

評価

見直し

女性活躍推進法 

女性活躍加速のための重点方針

配偶者暴力防止法 

配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護等のための施策 

に関する基本的な方針 
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 ４．計画の推進について 

（１）推進体制 

計画の着実な推進と実効性を確保するため、千代田区男女平等推進区民会議において協議を

重ねながら、進行管理機能（チェック・評価）の強化に努めます。また、区民、団体、事業者などと連

携し、区全体の取組みとして推進していきます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）数値目標による進行管理 

計画の取組状況について目標ごとに２つ、計10の数値目標を設定しています（P.15参照）。数値

目標を活用し、目標別に進捗状況や成果を把握していきます。 

 

 
  

区役所 Ｐ ＬＡＮ 
計画の策定

Ｃ ＨＥＣＫ 
事業・計画の評価

ＤＯ 
事業の実施Ａ ＣＴＩＯＮ 

事業・目標の見直し 

実施報告 
情報提供 

意見・提案 

千 代 田 区 

男女平等推進 

区 民 会 議 

区民 団体 事業者 

情報 
提供 意見 

連携 

情報 
提供 意見

連携

情報 
提供 意見

連携
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第２章 第４次行動計画の評価 

 １．第４次行動計画の概要 

第４次行動計画では、「性別による不平等がなく、だれもが自分で生き方を選ぶことができ、その

選択が認められて参画できる社会の実現」を基本理念として、次の３つの基本的な考え方と５つの

目標を掲げました。 
 

■３つの基本的な考え方 

 

■５つの目標 

 

これら５つの目標に対して次の数値目標を設定し、施策・事業を推進してきました。 

NO 指標 
策定時の値 

（平成22年度末）
目標値 

（平成28年度末）

１ 
男女共同参画関連の講座・講演会の募

集人数に対する受講率 
69.6％ 90.0％ 

２ 

区民世論調査でＤＶをされた、または、し

たと回答した人で、だれかに相談をした人

の割合 

女性 47.6％ 

男性 19.2％ 

女性 70.0％ 

男性 40.0％ 

３ 審議会等における女性委員の割合 28.4％＊ 40.0％ 

４ 

「中小企業従業員仕事と育児支援助成」

の新規利用企業数（平成14年度の制度

開始からの累計） 

54社 200社 

５ 
区役所内の管理・監督者（係長級以上）

に占める女性の割合 
17.7％＊ 40.0％ 

＊がついている策定時の値は平成23年４月１日付、それ以外の策定時の値は平成22年度実績となります。 
  

○人生の選択肢を広げ、より多様な生き方ができる社会をめざす 

○人々の生活や働き方の変化に即した、具体的で実効性のある支援をする 

○ＤＶ・虐待等の根絶をめざすとともに、被害者の支援をすすめる 

１ 人生の選択肢を広げるとともに、男女平等意識の定着を図る 

２ すべての暴力をなくし、安全・安心な社会を実現する 

３ あらゆる分野において男女共同参画をすすめる 

４ 人々の暮らしや働き方の変化に対応した、支援の充実を図る 

５ 推進体制の充実を図る 
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 ２．人生の選択肢を広げるとともに、男女平等意識の定着を図る 

（１）取組状況 

①人権尊重・男女平等に対する意識啓発 

男女共同参画センターＭＩＷにおいて男女共同参画に関する講座を実施するほか、区内の高校

や大学、企業等と連携した事業も展開しています。また、男女共同参画に関する情報発信のため、

「ＭＩＷ通信」（年２回、3,000部）、「ライブラリニュースみゅう」（年４回、850部）を発行するほか、区

の広報紙等の媒体においても情報発信を行っています。 

②学校における人権・男女平等教育の推進 

区立小・中・高等教育学校の児童・生徒と保護者に対して情報モラル教室を実施しています。ま

た、学校長・園長、主任、中堅・若手教員等、職位・職歴に応じた研修を実施することで、児童・生

徒に接する教員における男女平等・共同参画の理解を深めています。 

③生涯にわたる健康支援 

健康推進課において母子の健康管理や相談のための事業を行っています。子育て世帯の増加

にともない土曜まま・ぱぱ学級の参加希望者が増え、講座の実施回数を増やしました。そのほか、男

女共同参画センターＭＩＷにおいて女性の健康をテーマにした講座を行っています。 

 

（２）数値目標と達成状況 

目標１では「男女共同参画関連講座・講演会の募集人数に対する受講率」を指標として、平成

22年度に69.9％であった受講率を90.0％にまで向上させることを目標としてきました。平成24年度

以降順調に目標を達成してきましたが、平成27年度は82.1％と減少しています。 

 

 

（３）今後に向けた課題 

男女共同参画センターＭＩＷの認知度は千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査の

うち、区民を対象とした調査（以下、区民向け調査（P.57参照））では33.5％となっており、平成17年

度のアンケート調査に比べて増加しています。一方、男女共同参画センターＭＩＷをはじめとする男

女共同参画関連の講座・講演会の受講率は、平成27年度は10％以上減少しています。男女共同

参画センターＭＩＷの認知度をより高めるとともに、講座・イベントの内容をより充実させていくことが求

められます。 

 
  

【数値目標】男女共同参画関連講座・講演会の募集人数に対する受講率 

 

年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

目標 ― ― ― ― ― 90.0％

実績値 69.9％ 67.3％ 90.9％ 94.6％ 94.8％ 82.1％
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 ３．すべての暴力をなくし、安全・安心な社会を実現する 

（１）取組状況 

①配偶者暴力の防止・早期発見・被害者支援 

ＤＶ・デートＤＶの防止に向けた意識啓発を行うほか、区役所の関係機関はもとより、提携する母

子生活支援施設や東京都女性相談センター、警察署等と連携した支援体制を整えています。 

②デートＤＶの予防 

デートＤＶ予防啓発パンフレットを配布するほか、区内高校と連携し、高校生ならびに教職員等を

対象とした出張講座を実施しています。 

③児童・高齢者・障害者に対する虐待防止・早期発見・被害者支援 

児童・家庭支援センターでは、年３回の要保護児童対策地域協議会を通して、関係機関との情

報交換や勉強会を実施しています。高齢者・障害者についても高齢者・障害者虐待防止推進会議

や研修会を実施するほか、地域関係機関等と連携し、高齢者虐待防止ネットワークの構築等を進

めています。 

④いやがらせ行為・性暴力等の防止 

リベンジポルノ等のインターネットを利用したいやがらせ行為が問題視されるなか、男女共同参画

センターＭＩＷにおいてメディアリテラシー※講座を継続的に実施しています。いやがらせ行為や性暴

力の相談対応については、パンフレットで周知するほか、区の広報媒体や男女共同参画センターＭＩ

Ｗの各種講座参加者に対して相談窓口を周知しています。 

 

（２）数値目標と達成状況 

目標２では「区民世論調査でＤＶをされた、または、したと回答した人で、だれかに相談をした人の

割合」を指標として、平成22年度には女性47.6％、男性19.2％であった状況を女性７0.0％、男性

40.0％まで増やすことを目標としていましたが、平成28年度には男性・女性ともに相談した人の割合

は減少しています。 

 
※平成28年度は区民向けアンケート調査に基づくものですが、平成22年度の数値の根拠となる区民世

論調査とは設問や選択肢が異なるため、参考比較となります。 

 

（３）今後に向けた課題 

支援を必要としている人が相談窓口を知らない可能性があるため、分かりやすい相談機関を設け

る必要があります。同時に、区民向け調査からは暴力を受けた人がＤＶだと認識しないケースも想定

されることから、ＤＶの正しい理解を促すための普及啓発活動も必要です。さらに、第４次行動計画

で調査・検討を進めてきた配偶者暴力相談支援センター※の設置を検討することも課題となります。

【数値目標】区民世論調査でＤＶをされた、または、したと回答した人で、 

 だれかに相談をした人の割合 

 

年度 平成22年度 平成28年度 

目標 ― 女性70.0％／男性40.0％ 

実績値 女性47.6％／男性19.2％ 女性34.1％／男性10.0％ 
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 ４．あらゆる分野において男女共同参画をすすめる 

（１）取組状況 

①意思決定過程への女性の参画の推進 

区役所における審議会等への女性の参画については、庁内での協力を仰ぐことで増加しています

が、３割強にとどまっています。 

②ＮＰＯやボランティア等、地域における市民活動の支援 

男女共同参画センターＭＩＷにおいて登録団体の交流や活動発表の場となる「ＭＩＷ祭り」を例年

開催しています。そのほか共催事業も実施しています。 

③男女共同参画の視点を入れた防災・まちづくり 

地域防災組織への女性参画を促しており、すべての避難所運営協議会に女性委員の参画が実

現しています。今後さらなる充実のため、女性支援班の設置を促しています。 

 

（２）数値目標と達成状況 

目標３では「審議会等における女性委員の割合」を指標として、平成23年４月１日現在で28.4％

だった女性割合を４0.0％まで向上させることを目標としてきました。平成28年４月１日現在は

33.5％となっており、上昇傾向ではありますが、目標は達成していません。 

 

 

（３）今後に向けた課題 

地域における防災組織への女性参画が進んでいる一方、平成28年４月１日現在、区の市町村

防災会議※の女性の割合は5.5％となっています。特定の管理職が委員になることと関係しているこ

とから、女性の管理・監督者の増加に取り組む必要があります。 
  

【数値目標】審議会等における女性委員の割合 

 

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標 ― ― ― ― ― 40.0％

実績値 28.4% 27.9％ 32.1％ 33.2％ 32.6％ 33.5％
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 ５．人々の暮らしや働き方の変化に対応した、支援の充実を図る 

（１）取組状況 

①男性の家事・育児・介護への参画の支援 

男女共同参画センターＭＩＷにおいて男性の家事をテーマとした講座を継続して実施しているほか、

九段生涯学習館においても子育てをテーマとした講座を実施しています。また、父親が出産を前に

した母親といっしょに子育てを学ぶ土曜まま・ぱぱ講座の実施数を増やしています。 

②子育てしている人の社会参加の支援 

子育て支援や相談事業、医療扶助の充実はもとより、ひとり親家庭への支援を継続して行ってき

ました。一方、区内中小企業を対象として、ワーク・ライフ・バランスに関わる取組みを実施する事業

所に助成金を支給する支援を続けています。 

③介護・介助を必要とする家族がいる人の社会参画の支援 

高齢介護課・在宅支援課・障害者福祉課において、地域包括ケアや介護保険サービスのほか、

保険外サービスも充実させることで、高齢者や障害者とその家族を支援しています。 

④働きやすい職場づくりに向けた情報提供・啓発の充実 

男女共同参画センターＭＩＷにおいて女性の再就職や多様な働き方をテーマにした講座を実施

するほか、職場におけるセクシュアル・ハラスメント※、マタニティ・ハラスメント※等に関する相談窓口

を案内するチラシを配布し、意識啓発を図っています。 

⑤働きたい・働き続けたい女性に対する支援の充実 

男女共同参画センターＭＩＷにおいて再就職に向けた図書等の情報提供やスキルアップのための

講座や起業・創業のための講座を実施しています。また、「ＭＩＷ通信」で女性の起業をテーマに特

集を組む等、情報発信を行っています。 

 

（２）数値目標と達成状況 

目標４では「『中小企業従業員仕事と育児支援助成』の新規利用企業数」を指標として、平成22

年度は54社だった利用企業数を200社まで増加させることを目標としてきました。平成27年度は

104社となっており、増加してはいますが、目標は達成されていません。 

 

 

（３）今後に向けた課題 

千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査のうち、事業所を対象とした調査（以下、事

業所向け調査（P.57参照））にみられるように、約７割の中小企業が支援事業を認知していないこと

から、事業の積極的なＰＲを行うことが求められます。それと同時に、中小企業がワーク・ライフ・バラ

ンスに取り組もうとする意識をより一層高める必要もあります。 

【数値目標】「中小企業従業員仕事と育児支援助成」の新規利用企業数（平成14年度からの累計） 

 

年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

目標 ― ― ― ― ― 200社

実績値 54社 64社 78社 81社 91社 104社
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 ６．推進体制の充実を図る 

（１）取組状況 

①男女共同参画センターＭＩＷの充実 

前述のとおり、情報発信、相談、学習機会の提供、活動支援、交流機会の提供に努めてきました。

平成26年度には初めて性的マイノリティに関する講座を実施しています。 

②区役所内推進体制の充実 

区役所職員を対象として、女性のキャリアアップやイクメン・イクボス等をテーマとした研修を実施

しました。そのほか、平成28年度には次世代育成支援対策推進法※及び女性活躍推進法に定めら

れる特定事業主行動計画を区役所においても策定しており、区職員の仕事と家庭の両立を図るた

めの取組みを推進していきます。 

③区民との協働による推進体制の充実 

男女共同参画センターＭＩＷにおける登録団体との協働のほか、男女共同参画センター運営協

議会や男女平等推進区民会議を通して区民協働を進めています。 

 

（２）数値目標と達成状況 

目標５では「区役所内の管理・監督者（係長級以上）に占める女性の割合」を指標として、平成23

年４月１日では17.7％だった女性管理・監督者割合を40.0％まで高めることを目標としていました。

平成28年４月１日には25.8％となっており、増加傾向にありますが、目標は達成していません。 

 

 

（３）今後に向けた課題 

区役所における女性管理・監督者割合は、第４次行動計画の目標には届かないものの、着実に

伸びています。今後も女性職員におけるキャリア意識の啓発を進めるとともに、男性職員の育児関

連の休暇・休業の取得を増加させるために取り組む必要があります。 

 
  

【数値目標】区役所内の管理・監督者（係長級以上）に占める女性の割合 

 

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標 ― ― ― ― ― 40.0％

実績値 17.7％ 18.7％ 19.2％ 20.8％ 23.3％ 25.8％

 



13 

第３章 基本理念・基本的な考え方 

 １．基本理念 

千代田区に住み、働き、学び、集うすべての人々、企業、団体等と連携を図りながら、男女共同

参画を推進し、男女平等を実現するため、ちよだみらいプロジェクトで掲げられた理念を踏まえ、本

計画の基本理念を次のように定めます。 
 

 
 

 ２．基本的な考え方 

上記の基本理念を踏まえ、３つの基本的な考え方を掲げます。そして、それら基本的な考え方に

基づき、目標と施策の方向からなる施策体系を構成します。 
 

 
 

 
 

 
 

（１）性別や性的指向※、性自認※にかかわらず、だれもが尊重される社会をめざす 

基本理念に示される「性別による不平等がない」社会をめざし、人権尊重・男女平等に取り組み

ます。特に、性別による不平等はもとより、広く人権をとらえ、妊娠・出産に起因する差別や性的マイ

ノリティ、高齢者、障害者への差別をなくすとともに、ＤＶやデートＤＶ、ハラスメント等の性暴力を根絶

することで、だれもが尊重され、生きやすさを感じることのできる社会の実現をめざします。 

 

（２）多様なライフスタイルが実現できる社会をめざす 

基本理念に示される「だれもが自分で生き方を選ぶことができる」社会をめざし、自分の意思によ

る多様な選択ができるよう取組みを進めます。新たに示された女性活躍推進法の考え方を踏まえ、

女性がそれぞれの個性と能力を発揮して社会に関わることができ、同時に男性が家庭や地域に参

画することで、男性と女性がともに社会・家庭・地域で活躍することのできる社会の実現をめざしま

す。 

 

（３）互いに認め合い、だれもが参画できる社会をめざす 

基本理念に示される「選択が認められて参画できる」社会をめざし、だれもが自分の望むかたちで

社会に参画するための取組みを進めます。仕事を通じた自己実現や社会参画のみならず、地域社

会においても性別役割分担意識※にとらわれずに自由に参画することができ、生きがいを感じること

ができる社会の実現をめざします。  

３．互いに認め合い、だれもが参画できる社会をめざす 

２．多様なライフスタイルが実現できる社会をめざす 

１．性別や性的指向、性自認にかかわらず、だれもが尊重される社会をめざす

性別による不平等がなく、 
だれもが自分で生き方を選ぶことができ、 

その選択が認められて参画できる社会の実現 
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【基本理念】 

性
別
に
よ
る
不
平
等
が
な
く
、
だ
れ
も
が
自
分
で
生
き
方
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
、
そ
の
選
択
が
認
め
ら
れ
て
参
画
で
き
る
社
会
の
実
現 

 

【基本的な考え方】 

多様なライフス

タイルが実現で

きる社会をめざ

す 

性別や性的指向、

性自認にかかわら

ず、だれもが尊重さ

れる社会をめざす

互 い に 認 め 合

い、だれもが参

画できる社会を

めざす 

【目標】 

地域社会における男女

共同参画をすすめる 

ワーク・ライフ・バランス

の実現と女性の活躍を

支援する 

行動計画の推進体制を

充実する 

人権を尊重し、健康的な

生活を支援する 
１

２

３

４

５

配偶者・児童等への暴力

や性的いやがらせ行為・

性暴力を根絶する 
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【施策の方向】 【平成33年度末の数値目標】 

○男女の性別により不平等があると思
う人の割合 
27.3％（平成28年度）→15.0％ 

○「性的マイノリティ」という言葉の意
味を知っている人の割合 
74.6％（平成28年度）→95.0％ 

○区役所内の管理・監督者（係長級

以上）に占める女性の割合 

25.8％（平成28年度）→40.0％ 

○千代田区男女共同参画センター 

ＭＩＷを知っている人の割合 

33.5％（平成28年度）→65.0％ 

（１）男女共同参画センターＭＩＷの充実 

（２）区役所内推進体制の充実 

（３）区民との協働による推進体制の充実 

○ＤＶをされたことのある人の割合 

男性 6.2％（平成28年度）→半減 

女性23.6％（平成28年度）→半減 

○性的いやがらせ行為を受けたことが

ある人の割合 

22.2％（平成28年度）→半減 

（１）ＤＶ・デートＤＶへの対策の推進 

（２）児童・高齢者・障害者に対する虐待への対策の推進 

（３）性的いやがらせ行為・性暴力等への対策の推進 

○高校生・大学生に向けたキャリア形

成支援事業の実施 

年４回（計20回） 

○男性の育児休業・育児短時間勤務

奨励金の新規申請企業数 

年５社（計25社） 

（１）働きたい・働き続けたい女性に対するキャリア形成の支援 

（２）男性の働き方に対する意識改革に向けた啓発 

（３）家事、育児、介護等と仕事の両立に向けた支援 

（４）働きやすい職場づくりに向けた情報提供・啓発 

（５）区内中小企業の意向をとらえた支援 

○審議会等における女性委員の割合

33.5％（平成28年度） 

→40.0％以上60.0％以下

○避難所運営協議会委員における女

性委員の割合 

34.0％（平成28年度）→40.0％ 

（１）意志決定過程への女性の参画の推進 

（２）子育て・介護をしている人や退職した人等の社会参画の支援 

（３）多様性に配慮した防災・まちづくりの推進 

（１）人権尊重・男女平等に対する意識啓発 

（２）多様な機会・場における人権・男女平等教育・研修の推進 

（３）男女の性や健康に関する理解促進と支援 

（４）性的マイノリティへの理解促進と支援 

千代田区配偶者暴力対策基本計画

千代田区女性活躍推進計画



16 

第４章 施策・事業 

 目標１ 人権を尊重し、健康的な生活を支援する 

（１）現状と課題 

■男女平等に対する意識 

区民向け調査では、社会全体として男女平等が実現されていると感じる人は２割強でした。学校

教育においては７割弱の人が男女平等が実現されていると感じる一方、家庭や職場において平等

だと感じる人は２～３割となります。 

社会全体、そして家庭と職場においては、５～６割の人が男性の方が優遇されていると感じており、

男性よりも女性の方が顕著に実感していることが分かりました。10年前の同様の調査と比べても不

平等に感じる傾向はそれほど変化しておらず、社会のあらゆる分野における男女平等の実現は、今

後も時間をかけて取り組むべき課題です。 

 

■性別役割分担に対する意識 

区民向け調査では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という性別役割分担意識を持

つ人が、男性と女性を問わず約３割いました。また、家庭での子育てや教育については、進学こそ男

女に差がない方がよいと思う人が約６割でしたが、「女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育

てるのがよい」と思う人も約６割でした。 

10年前の調査と比べると、性別役割分担意識を持つ人は大きく減少していますが、固定的な性

別役割分担の意識を変えていくための啓発は今後も課題となります。 

また、千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査のうち、区内中高生を対象とした調査

（以下、青少年向け調査（P.57参照））では、大人よりも性別役割分担意識に共感する割合は低く、

約２割でしたが、母親が主婦である男性において共感する人が多くなる傾向にあり、家庭状況が反

映されていることが伺えます。家庭教育や家庭における性別役割分担が子どもの考え方に反映され

る傾向を踏まえ、学校教育と連携した取組みも必要となります。 

 

■性的マイノリティに対する意識 

区民向け調査では、性的マイノリティの認知度は７割半ばとなっており、性的マイノリティへの対応・

配慮が社会的な課題として周知されていることで、広く認知されるようになっていることが伺えます。

今後は、認知の次の段階として、性的マイノリティを多様性として受け容れる意識の形成が課題にな

ると考えます。 

一方、男女共同参画センターＭＩＷでは平成27年度から性的マイノリティをテーマとした講座を実

施しています。性的マイノリティの当事者が体験談を語る講座には、同じ境遇の人が多く参加し、共

感を育む機会となりました。性的マイノリティへの理解促進とともに、当事者が交流し、経験を共有す

る場をつくる等、具体的な支援を構築することも必要となります。 
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図 それぞれの場面・分野における区民の男女平等の実感（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 

 

図 男女別：それぞれの場面・分野における区民の男女平等の実感（アンケート調査） 
 

【全 体 として】  

【家 庭 生 活 】  

【 職 場 】  

＊凡例は上の図と同様です。 

出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 
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37.3 

44.4 

9.9 

39.1 

35.9 

52.8 

23.8 

57.6 

32.6 

23.5 

67.4 

13.3 

34.2 

12.3 

44.1 

21.8 

6.9 

5.8 

1.8 

2.4 

5.1 

2.7 

5.7 

3.1 

1.5 

0.7 

0.5 0.3 

1.1 0.3 

0.1 

0.1 

8.1 

6.8 

15.2 

7.8 

8.8 

3.7 

18.7 

6.6 

1.9 

2.8 

3.1 

2.6 

2.2 

2.7 

3.0 

2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=739

①家庭生活

②職場

③学校教育の場

④政治の場

⑤法律や制度の上

⑥社会通念・慣習・しきたり

⑦自治会やNPOなどの地域活動の場

⑧全体として

男性の方が非常に優遇されている どちらかと言えば男性の方が優遇されている

平等だと思っている どちらかと言えば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 分からない

無回答

8.5 

6.7 

10.1 

57.6 

47.7 

64.6 

21.8 

31.2 

14.7 

3.1 

6.7 

0.9 

0.1 

0.4 

6.6 

4.6 

7.8 

2.2 

2.8 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=739)

男性(N=285)

女性(N=435)

11.6 

5.6 

15.9 

37.3 

30.5 

41.4 

32.6 

41.1 

26.7 

6.9 

11.2 

4.1 

1.5 

3.2 

0.5 

8.1 

5.6 

10.1 

1.9 

2.8 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=739)

男性(N=285)

女性(N=435)

16.0 

9.8 

20.5 

44.4 

40.7 

46.7 

23.5 

30.5 

18.4 

5.8 

8.1 

4.6 

0.7 

1.8 

6.8 

6.7 

6.9 

2.8 

2.5 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=739)

男性(N=285)

女性(N=435)
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図 区民の男女平等の実感：10年前との比較（アンケート調査） 
 

【社会全体】  

【 家 庭 】  

【 職 場 】  

 

出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 

 

図 区民の子育て・教育に対する考え方（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 

8.5 

6.8 

57.6 

54.3 

21.8 

26.7 

3.1 

3.7 

0.1 

0.1 

6.6 

3.7 

2.2 

4.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年度

平成17年度

11.6 

7.7 

37.3 

39.1 

32.6 

36.5 

6.9 

6.0 

1.5 

1.2 

8.1 

4.0 

1.9 

5.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年度

平成17年度

16.0 

10.9 

44.4 

42.1 

23.5 

22.4 

5.8 

7.4 

0.7 

0.8 

6.8 

8.3 

2.8 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年度

平成17年度

男性の方が非常に優遇されている どちらかと言えば男性の方が優遇されている

平等だと思っている どちらかと言えば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 分からない

無回答

18.0 

11.1 

64.7 

41.3 

46.5 

28.3 

42.6 

22.5 

19.9 

39.6 

41.4 

36.3 

15.6 

25.8 

5.5 

7.4 

7.2 

15.7 

21.0 

37.6 

6.6 

8.5 

2.2 

16.8 

2.8 

3.0 

3.2 

3.1 

2.7 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=739

①女の子は女の子らしく、

男の子は男の子らしく育てるのがよい

②男の子と女の子は学校で

学ぶ内容に違いがあってよい

③男の子と女の子で

進学先に差をつけない方がよい

④子育てにおける父親と母親の役割は

基本的に違いがある

⑤父親も、母親と同じくらい

子育てに関わる方がよい

⑥乳幼児期（３歳くらいまで）は、

母親は育児に専念した方がよい

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらかと言えばそう思わない そう思わない 無回答
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図 男女別：区民の子育て・教育に対する考え方（アンケート調査） 
 

①女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるのがよい 

 

 

 

⑤父親も、母親と同じくらい子育てに関わる方がよい 

 
＊凡例は上の図と同様です。 

 

⑥乳幼児期（３歳くらいまで）は、母親は育児に専念した方がよい 

 
＊凡例は上の図と同様です。 

出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 
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(N=739)

男性

(N=285)

女性

(N=435)

そう思う どちらかと言えばそう思う

どちらかと言えばそう思わない そう思わない

無回答

46.5 

42.8 

49.0 

41.4 
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41.1 
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8.1 

6.7 

2.2 

3.5 

1.1 

2.7 

3.5 

2.1 
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全体

(N=739)

男性

(N=285)

女性

(N=435)

28.3 

30.9 

25.7 

36.3 

38.6 

35.2 

15.7 

14.4 

16.8 

16.8 

12.3 

20.0 

3.0 

3.9 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(N=739)

男性

(N=285)

女性

(N=435)
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表 母親の就業状況による青少年の性別役割分担に対する意識(アンケート調査) 
 

 

出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（青少年向け） 

 

 

 
  

 合計  「男性は
仕事をし
て、女性
は家庭を
守る」とい
う考え方
に共感す
る

 「男性は
仕事をし
て、女性
は家庭を
守る」とい
う考え方
に共感し
ない

分からな
い

無回答

全体 (N=328) 28.0% 41.8% 29.0% 1.2%

外で働いている (N=171) 21.1% 45.6% 31.6% 1.8%

家で働いている (N=19) 10.5% 42.1% 47.4% 0.0%

主婦 (N=124) 40.3% 37.1% 22.6% 0.0%

その他 (N=7) 28.6% 28.6% 28.6% 14.3%

分からない (N=3) 0.0% 33.3% 66.7% 0.0%

無回答 (N=4) 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

全体 (N=394) 11.9% 64.7% 22.8% 0.5%

外で働いている (N=206) 10.7% 66.5% 22.3% 0.5%

家で働いている (N=29) 6.9% 82.8% 10.3% 0.0%

主婦 (N=145) 15.2% 57.9% 26.2% 0.7%

その他 (N=6) 16.7% 50.0% 33.3% 0.0%

分からない (N=2) 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

無回答 (N=6) 0.0% 83.3% 16.7% 0.0%

男性

女性
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（２）施策の方向と事業 

①人権尊重・男女平等に対する意識啓発 

性別のみならず、年齢、国籍、障害の有無等による差別をなくすために、男女共同参画センター

ＭＩＷにおける男女共同参画に関する講座のほか、区内の高校や大学、企業と連携した事業等を展

開することで、人権尊重・男女平等に対する意識啓発をしていきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

１-①-１ 人権・男女平等等の視点

に立った表現の配慮  

区が発行する広報紙等の広報媒体にお

いて、男女の固定的なイメージを助長す

るような表現や性・暴力表現が行われな

いように配慮します。 

・広報千代田、ホームページ（ＳＮＳを含

む）、映像広報における表現の配慮 

・メディアリテラシー講座の実施 

広報広聴課 

国際平和・男

女平等人権課

１-①-２ 男女共同参画センターＭＩ

Ｗを通じた情報発信 

男女平等や男女共同参画に関する情報

を発信し、意識啓発を行うため、情報誌

等を発行します。 

・ＭＩＷ情報誌「ＭＩＷ通信」、「ライブラリニ

ュースみゅう」等の発行 

国際平和・男

女平等人権課

１-①-３ 人権・男女平等をテーマ

にした講座・講演会の実

施 

人権尊重・男女平等の意識啓発をテー

マとした講座を男女共同参画センターＭＩ

Ｗを中心に区内の高校や大学・企業等で

実施します。 

・男女共同参画に関する講座・講演会等

の実施 

 （人権・男女平等、健康、ＤＶ、デートＤ

Ｖ、性的マイノリティ、男性の家事・育児・

介護、ワーク・ライフ・バランス、職場の

格差解消等） 

・区内の高校や大学・企業等と連携した

講座・事業の展開  

・女性のエンパワーメント事業の実施 

国際平和・男

女平等人権課

１-①-４ 子育て家庭への人権・男

女平等等の情報提供 

子どもの保護者を対象に、人権・男女平

等に関する情報の提供や、相談機関の

紹介を行います。 

・保護者会、学校だより、学級だよりを通じ

た情報提供 

・相談機関の紹介 

・「親子で学ぶ情報モラル」の実施 

指導課 
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②多様な機会・場における人権・男女平等教育・研修の推進 

社会のあらゆる場面での男女平等を実現するために、区内の小・中学校の児童・生徒を対象とし

た授業や指導、学校職員に対する研修を行います。さらに、企業での研修を実施する等、あらゆる

世代に対して人権・男女平等教育・研修を推進していきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

１-②-１ 学校における男女平等・

男女共同参画の学習機

会の提供 

子どもたちが男女平等や男女共同参画

に対する理解を深め、将来の生活に活か

すことができるよう、学校での学習、実習

の充実を図ります。 

・家事・育児・介護に関する学習や実習

の充実 

・男女平等の視点に立った教材・資料等

の点検と活用 

・子どもの自尊感情や人権感覚を育む教

育の実践 

指導課 

１-②-２ 学校と連携した男女平等・

男女共同参画の学習機

会の提供 

 

子どもたちが男女平等や男女共同参画

に対する理解を深めるため、男女共同参

画センターＭＩＷが区内の高校や大学と

連携し、学習の機会を提供します。 

・区内の高校や大学等と連携した講座・

事業の展開 

国際平和・男

女平等人権課

１-②-３ 学校における性別にとらわ

れない進路指導・活動指

導の充実 

子どもたちが進学や就職に際して性別に

とらわれず多様な生き方を選択できるよ

う、男女平等・男女共同参画を意識し、

進路指導や学内でのさまざまな活動支

援を行います。 

・個性・適性を尊重した進路指導・活動

指導の充実 

・校園長や進路指導主任に対する定例

会での周知 

指導課 

１-②-４ 教職員研修の充実 男女平等や男女共同参画に対する教職

員の理解を深め、子どもたちの教育に活

かすことができるよう、研修の充実や啓発

資料の配布を行います。 

・教職員に対する男女平等、人権尊重教

育の研修の充実 

・性教育に関する教職員研修の充実 

・啓発資料配布 

指導課 

１-②-５ 区内企業に対する講座の

実施 

区内企業が男女平等・男女共同参画に

ついての理解を深め、働きやすい環境を

整えるため、関係機関と連携し、区内企

業に対する講座を充実します。 

・雇用主向け講座の実施 

国際平和・男

女平等人権課
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③男女の性や健康に関する理解促進と支援 

母子の健康管理、相談事業等の事業や女性の健康をテーマとした講座等を通して、生涯にわた

る性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）※の理解促進と支援に努めます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

１-③-１ 女性の疾病予防と健康づ

くり 

年代や性差に応じた健康づくりを推進する

ため、子宮がん検診・乳がん検診をはじ

め、各種健（検）診を実施します。 

また、壮年期の人を対象に、正しい運動方

法を身につけ、生活習慣を見直す機会を

設け、効果的な健康増進を実施します。 

さらに、女性医師による心の健康に関する

専門相談も行い、相談しやすい体制を整

えます。 

・各種健（検）診の実施 

・ミドルエイジ健康教室の推進 

・生活習慣病予防教室、生活習慣病予防

相談の実施 

・骨密度測定会の実施 

・心の相談室の実施 

健康推進課 

１-③-２ 妊娠期から子育て期まで

の支援の充実 

妊娠・出産・育児にかかる不安を解消し、

健康管理を支援します。 

・妊婦健診の実施 

・まま・ぱぱ学級、土曜まま・ぱぱ学級の実

施 

・乳幼児家庭訪問の実施 

・健やか親子相談の実施 

・子育てコーディネーターによる相談・助言

の実施 

健康推進課 

子ども支援課 

１-③-３ 性や生殖に関わる情報の

提供 

性や生殖等に関する正しい知識やエイズ・

性感染症等の健康情報を提供します。 

また、性と生殖に関する健康と権利（リプロ

ダクティブ・ヘルス／ライツ）等、妊娠・出

産に関する女性の権利についても周知を

図ります。 

・性や生殖に関する知識及び情報の普

及・啓発 

・女性の性や生殖に関する自己決定権に

関する意識啓発 

・エイズや性感染症に関する正しい知識の

普及・啓発 

・ＨＩＶ・性感染症検査の実施 

健康推進課 

国際平和・男

女平等人権課
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④性的マイノリティへの理解促進と支援 

学校教育や教職員への研修の実施を通して、性的マイノリティに対する理解を深めていくことや相

談機会を提供する等、性的マイノリティに対する理解促進を図ります。同時に、区職員に対しても性

的マイノリティへの理解促進と相談対応のための研修を実施します。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

１-④-１ 性的マイノリティの理解を

深めるための講座・講演

会の実施 

男女共同参画センターＭＩＷにおいて、性

的マイノリティの理解を深めるための講座・

講演会を実施します。 

・性的マイノリティに関する講座・講演会の

実施  

国際平和・男

女平等人権課

１-④-２ 性的マイノリティの相談機

会の提供 

性的マイノリティであることにより悩んでいる

人を支援するため、相談機会を提供しま

す。 

・性的マイノリティ無料相談会の実施 

国際平和・男

女平等人権課

１-④-３ 教職員に向けた性的マイ

ノリティ研修の実施 

小・中学校の教職員に対して、性に悩む

児童・生徒に適切に対応できるよう、研修

を実施します。 

・性的マイノリティに関する研修の実施 

指導課 

１-④-４ 性的マイノリティへの支援

の構築 

性的マイノリティであることにより悩んでいる

人を支援するため、関係部署との連携を

推進するとともに、支援の構築を検討しま

す。 

国際平和・男

女平等人権課

１-④-５ 区職員に向けた性的マイ

ノリティ研修の実施 

地方自治体におけるＬＧＢＴ支援策の広が

りを踏まえ、区職員が必要な知識を学び、

理解促進と相談対応にも活かせるように

研修を実施します。 

・性的マイノリティに関する研修の実施 

人事課 

 

 

（３）平成33年度末の数値目標 

指標 現状値 目標値 

男女の性別により不平等があると思う人の

割合 

27.3％

（平成28年度）

15.0％

（平成33年度）

「性的マイノリティ」という言葉の意味を知

っている人の割合 

74.6％

（平成28年度）

95.0％

（平成33年度）
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 目標２ 配偶者・児童等への暴力や性的いやがらせ行為・性暴力を根絶する 

（１）現状と課題 

■ＤＶ・デートＤＶに対する認識 

区民向け調査によると、９割を超える人がＤＶという言葉を聞いたことがあり、８割の人が意味を知

っていました。ただ、身体的・性的な行為については７割の人がＤＶだと認識している一方で、無視す

ることや交友関係・コミュニケーションの監視等の精神的な行為や行動・経済面での制約については、

相手に非があればＤＶにはならないという認識が持たれています。 

中高生においては、青少年向け調査によると、デートＤＶという言葉を聞いたことがある人が３割程

度となっていました。また、精神的な行為や自由を制限することについては相手に非があればデート

ＤＶにならないと考えられています。 

大人に対してはＤＶへの正しい理解を促すとともに、若年層に対してもデートＤＶという言葉の認知

度を向上させ、正しい理解を促し、ＤＶ・デートＤＶの被害者を支援する等、暴力の根絶に向けた取

組みが必要となります。 

 

■ＤＶ・デートＤＶの相談状況 

区民向け・青少年向け調査では、何らかの暴力行為を一度でも受けたことのある人は４割程度、

中高生でデートＤＶを見聞きしたことのある人は１割程度でした。 

区民向け調査では、暴力行為を受けた人のうち、相談をした人は１割半ばでした。一方、男女共

同参画センターＭＩＷで行っているＭＩＷ心理相談には例年600件前後の相談があり、そのうち２割が

ＤＶとなっています。 

ＤＶ・デートＤＶを受けていながらも相談しようと思う人が少ないことが推察されることから、事態の

正確な認識と相談への動機付けを行うことが課題となります。被害者に対する支援を行う際には、

相談することを避けがちな男性の被害者に対する視点を盛り込んでいくことも大切です。 

また、区民向け調査では男女共同参画センターＭＩＷを知らない人は７割でした。その人たちがＤ

Ｖ・デートＤＶの被害を受けた際に相談先が分かるよう、男女共同参画センターＭＩＷなどの相談窓

口の周知をより進めるとともに、第４次行動計画で検討してきた配偶者暴力相談支援センターの機

能整備等による相談機能の充実も求められます。 

 

■児童・高齢者・障害者に対する虐待の状況 

   核家族化の進行等の家族形態の変化等により、子育てに悩み、戸惑う子育て世帯が増えていま

す。とりわけ、児童虐待に関する相談件数が急増しており、適切な支援や一時保護などのサービス

の提供を行い、児童虐待の未然防止を徹底するとともに、重大な児童虐待事例が生じないように、

関係機関との連携を図り、取組みを強化していく必要があります。 

   高齢者や障害者に対する虐待は、千代田区においても毎年、一定程度、発生しています。一つ

ひとつのケースを検証すると、身体的な虐待のほか、経済的な虐待や介護・世話の放棄・放任（ネ

グレクト）など、いくつもの虐待が重複するケースが増えています。また、最近は、家族関係が複雑に

絡み合い、解決までに多くの関係機関の協力が必要なケースも増加しています。 

辛くても不満があっても声に出せない高齢者や障害者、介護や世話の疲れや情報不足から虐待
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に及んでしまう養護者、そのどちらも支援し、地域全体で高齢者や障害者を見守るまちづくりを進め

ていくことが求められています。 

 

■性的いやがらせ行為（ハラスメント）への対策の状況 

事業所向け調査によると、ハラスメントが問題になったことのある事業所は３割弱でした。相談・苦

情に対応する窓口の設置や防止に向けた方針の明確化等、約８割の事業所でハラスメントへの対

応がなされています。 

ただ、ハラスメントへの対応の難しさとして、事実確認やハラスメントの線引きが不明瞭であること

が挙げられていることから、顕在化していないハラスメントもあることが予想されます。事業所と従業

員双方へハラスメントに対する正しい理解を促し、対策を進めるとともに、従業員が自らハラスメント

を行わないよう配慮することが重要です。 

 

図 区民のＤＶに対する認識（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け）

72.3 

62.1 

60.9 

55.3 

51.7 

53.0 

56.4 

75.4 

68.2 

76.0 

8.8 

18.0 

15.6 

18.7 

21.5 

20.3 

18.4 

2.7 

5.1 

1.2 

3.4 

4.1 

5.8 

7.8 

9.5 

9.2 

7.4 

4.2 

8.1 

4.5 

15.6 

15.8 

17.7 

18.1 

17.3 

17.5 

17.7 

17.7 

18.5 

18.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=739

①殴る、蹴る、突き飛ばす、物を投げつけるなど、

暴力行為を受けた

②大声でどなられる、命令される、脅されるなど、

恐怖を感じる言葉を言われた

③「誰のおかげで生活できるんだ」

「かいしょうなし」など、傷つく言葉を言われた

④長期間に渡って無視し続けられた

⑤家族や友人との関わりや、通勤・通学・遊び

のため外出するのを制限された

⑥交友関係や電話・メールなどを細かく監視された

⑦必要な生活費を渡されなかったり、

自由にお金を使えないようにされた

⑧いやがっているのに性的な行為を

強要されたり、中絶を強要された

⑨アダルトビデオやポルノ雑誌を

無理に見させられた

⑩別れた恋人や配偶者に対する報復として、

わいせつな写真や映像を、インターネットなどで

不特定多数に配布・公開された

どのような場合でもＤＶだと思う 相手に非があればＤＶにはならない

ＤＶだと思わない 無回答
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図 青少年のデートＤＶに対する認識（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（青少年向け） 

 

 

 

表 男女共同参画センターＭＩＷの心理相談件数 
 

年 度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

相 談 件 数 566 636 617 610 568

分類（件） 
Ｄ  Ｖ 137 181 174 129 127

デートＤＶ － 1 4 12 1

出典：千代田区男女共同参画センター事業概要 平成27年度 

 
  

90.3 

78.1 

69.2 

56.6 

66.4 

70.1 

83.7 

91.1 

6.5 

17.3 

25.0 

32.6 

23.1 

20.1 

10.7 

4.7 

1.4 

2.2 

3.9 

8.7 

8.2 

7.7 

3.6 

2.4 

1.8 

2.4 

1.9 

2.1 

2.4 

2.1 

2.1 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=723

① たたく、ける、髪を引っ張る、物を投げつける

② 大声でどなる、おどす

③ 馬鹿にしたり、傷つく言葉を言う

④ 無視し続ける

⑤ 友人との連絡・付き合いを制限する

⑥ 携帯電話のメールや発信・着信履歴を勝手に見る

⑦ デートに必要なお金を無理に払わせる

⑧ いやがっているのにキスしたり、体に触る

どんな場合でも「デートＤＶ」にあたる 相手に非があれば「デートＤＶ」にはあたらない

「デートＤＶ」ではない 無回答
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図 事業所におけるハラスメントの発生の有無（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（事業所向け） 

 

 

 

図 事業所におけるハラスメントへの対応（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（事業所向け） 

 
  

18.1 

19.5 

1.4 

69.7 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80%

N=221

セクシュアル・ハラスメントが問題になった

パワー・ハラスメントが問題になった

マタニティ・ハラスメントが問題になった

問題になったことはない

無回答

60.2 

57.5 

22.2 

38.0 

22.2 

20.8 

10.0 

9.0 

9.5 

9.0 

9.0 

10.0 

27.1 

28.1 

62.9 

48.0 

61.5 

62.4 

2.7 

5.4 

5.4 

5.0 

7.2 

6.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=218

①相談・苦情に対処するための

窓口（担当）を設ける

②就業規則等でハラスメント防止について

方針を明確にする

③社内で実態把握するための

調査を実施する

④ハラスメント防止のための研修、

講習等を実施する

⑤社内報、パンフレット等に記事を掲載し、

意識を高める

⑥ハラスメント防止のための

マニュアル等を作成する

実施している 実施予定 実施予定なし 無回答
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（２）施策の方向と事業 

①ＤＶ・デートＤＶへの対策の推進 

ＤＶ・デートＤＶへの対策として、男女共同参画センターＭＩＷや区内学校等、多様な機会を通じて

意識啓発を行うことで防止に努めるとともに、実際に被害に遭った人に対する支援のため、男女共

同参画センターＭＩＷにおける相談機能を充実させ、区役所内外の関係機関との連携を図ります。さ

らに配偶者暴力相談支援センターの機能整備をひきつづき検討していきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

２-①-１ ＤＶの防止・早期発見・被

害者支援に向けた啓発の

充実 

男女共同参画センターＭＩＷや学校等、多

様な機会を通じて、ＤＶ防止・早期発見・

被害者支援に向けた啓発を行います。 

・配偶者暴力の予防と被害者の早期発見

のための啓発活動（講座、パープルリボ

ンプロジェクト）の充実 

・啓発用パンフレットの充実 

国際平和・男

女平等人権課

２-①-２ ＤＶの防止・早期発見・被

害者支援のための関係部

署のネットワークづくり  

ＤＶ防止・早期発見・被害者支援に向け、

関係部署間とネットワークを構築します。 

・千代田区虐待等防止連絡会の開催 

国際平和・男

女平等人権課

２-①-３ ＤＶの被害者に対する相

談体制の充実 

男性相談員の配置を検討する等、ＭＩＷ

相談室を充実させるとともに、区役所内外

の関係機関との連携を図ります。 

・ＭＩＷ相談室の充実 

国際平和・男

女平等人権課

２-①-４ 緊急一時保護施設の確

保 

被害者支援のため、民間団体とも連携を

図りながら緊急一時保護施設を確保し、

活用に努めます。 

・女性及び母子緊急一時保護施設の確

保 

国際平和・男

女平等人権課

生 活 支 援 課

（福祉事務所

機能） 

児童・家庭支

援センター 

２-①-５ ＤＶ被害者の自立に向け

た支援 

被害者の自立に向けて、同行支援等、民

間団体とも連携を図りながら支援します。 

・民間との連携による同行支援（被害者が

各種手続き等を行う際の付添等） 

国際平和・男

女平等人権課

２-①-６ 配偶者暴力相談支援セ

ンター機能整備・設置の

検討 

相談から自立支援まで、切れ目ない支援

ができるようセンター機能整備・設置の検

討を行います。                

国際平和・男

女平等人権課

２-①-７ 広報活動の充実 ホームページやパンフレットを充実させるこ

とで、男女共同参画・男女平等に関心を

持つ人を増やすとともに、差別や暴力に悩

む当事者に適切に情報を届ける情報発

信を行います。 

・ホームページ・パンフレット等広報媒体の

充実 

国際平和・男

女平等人権課
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NO 施策 主な事業 担当課 

２-①-８ デートＤＶの予防に向けた

啓発活動の実施 

パンフレットの配布や学校での講座の実施

等を通じて、若年層に向けたデートＤＶ防

止のための意識啓発及び情報提供を行

います。 

・高校生・大学生等を対象としたデートＤＶ

防止のための講座・講演会の実施 

・デートＤＶ啓発パンフレットの配布  

国際平和・男

女平等人権課

２-①-９ デートＤＶの相談窓口の周

知 

デートＤＶ被害者の相談を促すため、学校

での関連講座の機会等を活用し、ＭＩＷ相

談室の周知を図ります。 

・ＭＩＷ相談室の周知 

国際平和・男

女平等人権課

 

 

②児童・高齢者・障害者に対する虐待への対策の推進 

児童・高齢者・障害者に対する虐待の防止に向けて、児童・家庭支援センター等関係機関との

連携を進めていくほか、普及啓発活動を行う等の対策を推進していきます。特に児童虐待は、未然

防止のための普及啓発活動のほか、被害にあっている児童や被害から逃れる児童が相談できる窓

口のあり方についても検討していきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

２-②-１ 児童虐待の防止・対応の

充実 

相談機会の提供や普及啓発活動を行うと

ともに、関係機関との連携を強化すること

で、児童虐待を防止します。 

・子どもと家庭に関わる総合相談の実施 

・要保護児童対策地域協議会の開催 

児童・家庭支

援センター 

２-②-２ 高齢者虐待防止ネットワ

ークの活用 

区民や介護職員向け研修会等の普及啓

発活動を行うとともに、関係機関との連携

を強化することで、高齢者の虐待を防止し

ます。 

・高齢者・障害者虐待防止推進委員会議

の開催 

・高齢者虐待ゼロまちづくりワーキングの開

催 

・高齢者介護専門職員に向けた研修会と

区民向けの講演会の実施 

在宅支援課 

２-②-３ 障害者への虐待の防止・

対応の充実 

相談機会の提供や普及啓発を行うととも

に、関係機関との連携を強化することで、

障害者への虐待を防止します。 

・障害者虐待防止センターにおける相談

専用電話の設置 

・高齢者・障害者虐待防止推進委員会議

の開催 

障害者福祉課
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NO 施策 主な事業 担当課 

２-②-４ 虐待関係部署の連携体

制の充実 

虐待を受けている子どもや高齢者、障害

者を救済するため、関係部署との連携の

充実を図ります。 

・千代田区虐待等防止連絡会の開催 

国際平和・男

女平等人権課

 

 

③性的いやがらせ行為・性暴力等への対策の推進 

性的いやがらせ行為・性暴力等の防止のために、男女共同参画センターＭＩＷにおける講座の実

施やパンフレットの配布等を通した相談窓口の周知を行うほか、相談体制や機能の充実を図る等、

対策を推進していきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

２-③-１ 性的いやがらせ行為や性

暴力に関する情報提供

の充実 

男女共同参画センターＭＩＷでの講座やパ

ンフレット等の普及啓発活動等、性的いや

がらせ行為や性暴力等の根絶のための意

識啓発を充実します。 

・性的いやがらせ行為や性暴力等の根絶

に関する講座・講演会の実施 

・男女共同参画センター情報ライブラリの

充実 

国際平和・男

女平等人権課

２-③-２ 性的いやがらせ行為や性

暴力の被害者に対する

相談体制の充実 

セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハ

ラスメント、パワー・ハラスメント※、モラル・

ハラスメント※、ストーカー等のいやがらせ

行為や性暴力等に悩む人が相談できるよ

う、ＭＩＷ相談室の周知を図るとともに、相

談体制や機能の充実を図ります。 

・性的いやがらせ行為や性暴力等の被害

者に向けた相談窓口の周知 

国際平和・男

女平等人権課

２-③-３ 犯罪被害者支援ネットワ

ークとの連携・活用 

警察・区内企業等の関係機関と連携し、

犯罪被害者を支援する体制の充実を図り

ます。 

・各警察署が組織する犯罪被害者支援ネ

ットワーク協議会との連携・活用 

国際平和・男

女平等人権課

２-③-４ 被害者のない安全・安心

なまちづくりの推進 

犯罪未然防止と生活環境を改善すること

で、安全で安心して暮らせるまちづくりを推

進します。 

・安全・安心パトロールの実施 

安全生活課 

２-③-５ 妊婦や子ども連れの人に

配慮・援助する意識の醸

成 

子どもを産み、育てる人を地域で見守る雰

囲気をつくり、妊婦や子ども連れの人に配

慮・援助する意識を醸成するためのキャン

ペーンを検討します。 

国際平和・男

女平等人権課
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（３）平成33年度末の数値目標 

指標 現状値 目標値 

ＤＶをされたことのある人の割合 

男性  6.2％

女性 23.6％

（平成28年度）

半減（男性 3.1％）

半減（女性11.8％）

（平成33年度）

性的いやがらせ行為（セクシュアル・ハラ

スメント、マタニティ・ハラスメント、パワー・

ハラスメント）を受けたことがある人の割合 

22.2％

（平成28年度）

半減（11.1％）

（平成33年度）
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 目標３ ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍を支援する 

（１）現状と課題 

■夫婦間での家事分担の意識と実態 

区民向け調査によると、８割の人が両親がともに子育てをした方がよいと思っているほか、男性が

育児休業を取るとよいと思う人も９割弱となっています。ただし、現実には育児・介護の分担は難しい

と考えられており、実際に子どもの世話や保育園・幼稚園・学校での活動の担い手は女性が中心と

なっていました。事業所向け調査でも、男性の育児休業取得については、９割の事業所が男性従業

員の意識や制度面での課題を感じています。 

女性の活躍推進のためには、男性の働き方が変わり、休暇等の取得しやすい職場環境が整うこと

と、男性が家庭に参画することが求められることから、男性への意識啓発はもとより、男性の働き方

改革を進める事業所に対する助成制度を検討することが必要です。 

また、中高生においては夫婦間で家事を分担する意識が見られますが、母親が主婦である家庭

の子どもには比較的、性別役割分担意識が見受けられました。千代田区では家庭に入った後、復

職する女性が多くないと推察されることから、子どもの頃から家庭や職場、地域において男女共同参

画の意識を啓発するための取組みも必要になります。 

 

■女性が働くことへの意識 

区民向け調査では、女性が職業を持つことについては、女性の活躍や自己実現、経済的な自立

等の理由から、約半数の人が子どもができても仕事を続ける方がよいと考えていました。また、中高

生においても、将来結婚したら夫婦で共働きをしたいと考えている人が３割強となっており、特に女性

は半数近くの人が結婚したら共働きしたいと考えていることから、働くことへの意識が伺えます。 

現在、さらには将来において女性が社会に参画し、活躍していくためには、キャリア形成を望む女

性が働き続けようと思い、かつ実際に働き続けられるような環境を形成することが大切です。個々の

キャリア意識の啓発や人材育成に加えて、職場や社会の意識を変え、環境を形成していくことが課

題となります。 

 

■ワーク・ライフ・バランスの意向と実態 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、長時間労働の削減や有給休暇の取得促進等の取組み

を行っている事業所は８割を超えています。 

千代田区では、中小企業がワーク・ライフ・バランスや女性の社会参画を推進しやすくするため、

育児休業助成金や次世代育成支援行動計画策定奨励金等の支援事業を行っています。しかし、

各事業の認知度は１割未満となっており、事業そのものを知らない事業所が７割を超えていました。 

千代田区は昼間人口の比率が高く、在勤者が多い自治体であることから、事業所による取組み

を促し、支援していくためにも、支援事業のさらなる充実とともに周知を図ることが必要です。 
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図 区民の男性の育児休業・介護休業取得に対する認識（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 

 

 

図 男女別：区民の男性の育児休業・介護休業取得に対する認識（アンケート調査） 
 

 
 

出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 

 
  

育児休業・介護休

業を取った

方がよい

34.2%

取得した方がよい

と思うが、現実的

には休めない

52.5%

取得する

必要はない

3.0%

女性が取得した

方がよい

6.1%

無回答

4.2%

N=739

34.2 

30.5 

36.8 

52.5 

55.1 

50.8 

3.0 

3.5 

2.5 

6.1 

6.3 

6.0 

4.2 

4.6 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(N=739)

男性

(N=285)

女性

(N=435)

育児休業・介護休業を取った方がよい

取得した方がよいと思うが、現実的には休めない

取得する必要はない

女性は取得した方がよい

無回答
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図 青少年の家事分担に対する認識（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（青少年向け） 

  

5.0 

1.9 

6.1 

5.4 

20.1 

2.2 

3.6 

42.0 

40.5 

49.2 

26.7 

24.5 

15.5 

41.9 

7.9 

2.5 

47.0 

41.9 

59.9 

62.0 

57.0 

48.7 

50.1 

45.8 

1.1 

0.6 

0.7 

1.5 

0.7 

0.8 

8.0 

0.3 

6.2 

6.1 

6.2 

6.2 

6.6 

6.2 

26.1 

9.1 

0.1 

0.3 

0.4 

0.4 

0.1 

0.1 

4.3 

0.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=723

① 食料品などの買い物

② 食事の支度

③ 食事の後片付け

④ 掃除をする

⑤ ゴミを出す

⑥ 洗濯をする

⑦ 祖父母の介護

⑧ 生活費を得る

主に男性（父、兄、弟、祖父等） 主に女性（母、姉、妹、祖母等）

男性と女性が同程度に分担 その他（家族以外の人や家事代行サービスなど）

分からない 無回答
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図 事業所における男性の育児休業取得の際の課題（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（事業所向け） 

 

 

 

 
  

21.7 

17.2 

53.4 

33.0 

20.8 

32.1 

59.3 

22.6 

2.7 

9.0 

0.9 

14.4 

11.2 

52.0 

31.2 

14.4 

32.0 

51.2 

17.6 

2.4 

13.6 

0.8 

31.3 

25.0 

55.2 

35.4 

29.2 

32.3 

69.8 

29.2 

3.1 

3.1 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

上司の理解不足

同僚の理解不足

代替要員の確保が困難

休業中の賃金補償

キャリア形成に不安を抱く従業員がいる

前例（モデル）がない

男性自身に育児休業を取る意識がない

社会全体の認識の不足

その他

特に課題はない

無回答

全体(N=221) 中小企業(N=125) それ以外の事業所(N=96)
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図 区民の女性が働くことへの意識（アンケート調査） 
 

 
 

出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 

 

 

図 男女別：区民の女性が働くことへの意識（アンケート調査） 
 

 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 

 

 
  

女性は職業を持た

ない方がよい

0.7%

結婚するまでは職

業を持つ方がよい

1.9%

子どもができるま

では職業を持つ方

がよい（その後は

職業を持たない）

2.2%

子どもができたら

職業を辞め、大きく

なったら再び職業

を持つ方がよい

31.4%

子どもができても、

ずっと職業を続け

る方がよい

47.9%

その他

13.9%

無回答

2.0%

N=739

0.7 

1.1 

0.5 

1.9 

1.8 

1.6 

2.2 

1.4 

2.5 

31.4 

35.1 

29.0 

47.9 

47.0 

49.0 

13.9 

11.9 

15.4 

2.0 

1.8 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(N=739)

男性

(N=285)

女性

(N=435)

女性は職業を持たない方がよい

結婚するまでは職業を持つ方がよい

子どもができるまでは職業を持つ方がよい（その後は職業を持たない）

子どもができたら職業を辞め、大きくなったら再び職業を持つ方がよい

子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい

その他

無回答
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図 青少年の共働きに対する意識（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（青少年向け） 

 

 

図 男女別：青少年の共働きに対する意識（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（青少年向け） 

 
  

共働きをしたい

33.2%

共働きはしたくない

14.4%

どちらでもよい

41.8%

分からない

10.5%

無回答

0.1%N=723

33.2 

20.1 

44.2 

14.4 

18.9 

10.7 

41.8 

48.2 

36.3 

10.5 

12.8 

8.6 

0.1 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(N=723)

男性

(N=328)

女性

(N=394)

共働きをしたい 共働きはしたくない どちらでもよい

分からない 無回答
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図 事業所におけるワーク・ライフ・バランスへの取組状況（アンケート調査） 
 

 

出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（事業所向け） 
 

 
  

66.1 

50.7 

49.8 

25.3 

40.3 

7.7 

14.9 

0.9 

17.2 

1.4 

59.2 

40.0 

40.8 

16.0 

28.8 

6.4 

11.2 

0.0 

24.8 

0.8 

75.0 

64.6 

61.5 

37.5 

55.2 

9.4 

19.8 

2.1 

7.3 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80%

長時間労働の削減に取り組んでいる

有給休暇の取得促進に取り組んでいる

仕事と育児の両立支援を行っている

仕事と介護の両立支援を行っている

フレックスタイム、短時間勤務制度等、

柔軟な働き方を導入している

在宅勤務等のテレワーク等、

多様な働き方を導入している

福利厚生制度の充実等、休暇の

過ごし方の支援を行っている

その他

特に取り組んでいることはない

無回答

全体(N=221) 中小企業(N=125) それ以外の事業所(N=96)
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（２）施策の方向と事業 

①働きたい・働き続けたい女性に対するキャリア形成の支援 

働きたい・働き続けたい女性へのキャリア形成の支援として、男女共同参画センターＭＩＷにおけ

る学習機会の提供のほか、相談、ネットワークづくり、情報提供等に努めていきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

３-①-１ 就職・再就職活動や継続

就労に向けた情報提供の

充実 

男女共同参画センターＭＩＷでの講座やＭ

ＩＷ通信等を通じて、女性の就業・再就職

の機会を拡大するために情報提供や学習

の機会を充実します。 

・就職・就労に関する講座・講演会の実施 

・男女共同参画センターＭＩＷ情報ライブ

ラリの充実 

国際平和・男

女平等人権課

３-①-２ 女性による起業・開業支

援の充実 

自ら起業する意向を持つ女性に向けて、

学習機会の提供、相談、ネットワークづくり

等を支援します。 

・女性起業家支援オフィスの運営支援 

・女性起業家支援ビジネス起業塾の実施 

 商 工 観 光 課

（まちみらい千

代田） 

３-①-３ 若者に向けたキャリア形

成の支援 

高校生や大学生を対象として、自身のキ

ャリアについて学習し、同世代の若者と情

報交換をできる場の提供を行い、早期か

らのキャリア形成を支援する。 

・若者キャリア支援事業の実施  

国際平和・男

女平等人権課

 

 

②男性の働き方に対する意識改革に向けた啓発 

男性の働き方に対する意識改革に向けて、土曜まま・ぱぱ学級やにこにこ広場、子育てや家事、

介護をテーマにした講座の実施等を通して、情報提供を行います。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

３-②-１ 男性の子育て支援 両親が協力して育児に取り組めるように必

要な情報の提供を実施します。 

・まま・ぱぱ学級、土曜まま・ぱぱ学級、に

こにこ広場、家庭教育学級への父親参

加の促進 

健康推進課 

生涯学習・ス

ポ ー ツ 課 （ 九

段 生 涯 学 習

館） 

３-②-２ 男性の家事・介護参画支

援 

家事・介護をテーマにした講座を実施し、

男性が家事・介護に積極的に参画するた

め、情報を提供します。 

・家族介護者教室の実施・参加促進 

・家事・介護に関する講座・講演会の実施 

在宅支援課 

国際平和・男

女平等人権課
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 ③家事、育児、介護等と仕事の両立に向けた支援 

家事や育児、介護等の理由から働きたいと思いながらも働くことができない人を減らすため、福祉

関係の部署と連携し、保育や介護、障害者福祉サービスの充実を図るほか、保育サービスについて

は保護者が安心感を得られるよう質の向上についても検討します。さらに、ひとり親家庭等支援が必

要な家庭に向けた事業の充実にも努めます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

３-③-１ 妊娠・出産・育児に関す

る訪問、相談の充実 

妊娠期から妊婦の状況把握に努め、必要

な支援を継続的に行います。 

子どもの生まれた全家庭を訪問し、育児

についてのアドバイスや悩み・不安解消の

ために相談・指導を行います。 

・妊娠期からの相談、支援の充実 

・乳児家庭訪問指導（含こんにちは赤ちゃ

ん事業）の実施 

・子育てコーディネーターを活用した、子

育て相談体制の強化 

健康推進課 

子ども支援課 

３-③-２ 保育サービスおよび保護

者支援の充実 

多様な保育ニーズに対応したサービスの

充実を図り、安心して子どもを預けることが

でき、仕事と生活との調和を支援します。 

・待機児童ゼロ対策の推進 

・保育園・こども園、学童クラブ等の充実 

・病児保育・病後児保育の充実 

・就学前教育推進等に向けた公立・私立

園の連携強化 

子ども支援課 

子育て推進課

児童・家庭支

援センター 

３-③-３ 児童・家庭支援センター

事業の充実 

子育て中の人が安心して仕事や地域活

動に参画できるよう、子育て支援を充実し

ます。 

・ファミリー・サポート・センター、千代田子

育てサポートの充実 

児童・家庭支

援センター 

福 祉 総 務 課

（社会福祉協

議会） 

３-③-４ 子育て世帯への経済的

支援の充実 

18歳までの医療助成を継続する等、子育

て世帯を支援するため経済的支援を充実

します。 

・千代田区次世代育成手当・こども医療

費助成（乳幼児・義務教育就学児）・誕

生準備手当等による子育て期の家庭の

支援 

子育て推進課
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NO 施策 主な事業 担当課 

３-③-５ ひとり親家庭の支援 ひとり親の経済的自立や生活安定をめざ

す相談支援、子どもの養育と仕事を両立

できるよう、育児支援を行います。 

・ひとり親家庭等医療費助成・児童扶養

手当による子育て期の家庭の支援 

・子ども在宅サービスによる訪問育児支援 

・母子家庭及び父子家庭自立支援給付

金事業 

・母子福祉資金・父子福祉資金の貸付 

子育て推進課

児童・家庭支

援センター 

生活支援課 

（福祉事務所

機能） 

３-③-６ 介護予防・日常生活支援

総合事業の充実 

多様な主体による適切な介護サービス等

の提供体制の整備を推進し、高齢者とそ

の家族を支援します。 

・介護予防・生活支援サービスの充実 

・介護保険外サービスの充実 

高齢介護課 

３-③-７ 障害者福祉サービスの充

実 

障害者が地域で自立した生活を実現でき

るよう、支援します。 

・障害者総合支援法による障害福祉サー

ビス等の推進 

・障害者福祉センターえみふる運営 

障害者福祉課

 

 

④働きやすい職場づくりに向けた情報提供・啓発 

働きやすい職場づくりのために、ワーク・ライフ・バランスの推進や職場における男女格差の解消の

推進に関する情報提供や意識啓発を行っていきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

３-④-１ 区内企業に対する講座の

実施 

           【再掲】

区内企業が男女平等・男女共同参画につ

いての理解を深め、働きやすい環境を整

えるため、関係機関と連携し、区内企業に

対する講座を充実します。 

・雇用主向け講座の実施 

国際平和・男

女平等人権課

３-④-２ 働き方の見直しとワーク・

ライフ・バランスの推進 

ワーク・ライフ・バランスを推進するため、

多様な働き方の情報提供や意識の啓発

を実施します。 

・ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講

演会の実施 

・多様な働き方に関する情報提供 

商工観光課 

国際平和・男

女平等人権課
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NO 施策 主な事業 担当課 

３-④-３ 職場における男女格差解

消に向けた普及啓発の推

進 

職場における男女格差の解消を推進する

ため、各種相談窓口の情報提供や意識

の啓発を実施します。 

・職場における男女格差の解消に関する

啓発冊子等の配布 

・ＭＩＷ相談室の充実 

商工観光課 

国際平和・男

女平等人権課

３-④-４ 企業に向けた働きかけの

充実 

職場における男女差別や男女格差の解

消を図るため、プロポーザル方式・総合評

価方式において、男女共同参画や次世代

育成支援、ＣＳＲ等の取組みを加点項目

として検討するとともに、入札方式における

ＣＳＲ調査の項目も見直し、男女共同参画

に関する企業の意識を啓発します。 

契約課 

 

 

 ⑤区内中小企業の意向をとらえた支援 

ワーク・ライフ・バランスの推進や職場における男女差別、男女格差の解消に向けて、中小企業に

対する助成制度の充実や男女共同参画を推進する企業の支援を行う等、区内中小企業の意向を

とらえた支援を図っていきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

３-⑤-１ ワーク・ライフ・バランスを

推進する中小企業への支

援の充実 

ワーク・ライフ・バランスを推進するため、

従業員の育児や介護をサポートする雇用

環境を整備する中小企業に対する助成

等の支援制度の充実を図ります。 

・次世代育成支援行動計画策定奨励金 

・中小企業の次世代育成支援対策に対

する商工融資利子補給の優遇 

・中小企業仕事と家庭の両立支援 

子育て推進課

商工観光課 

国際平和・男

女平等人権課

 

 

（３）平成33年度末の数値目標 

指標 現状値 目標値 

高校生・大学生に向けたキャリア形成支

援事業の実施 
―

年４回（計20回）

（平成33年度）

男性の育児休業・育児短時間勤務奨励

金の新規申請企業数 
－

年５社（計25社）

（平成33年度）
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 目標４ 地域社会における男女共同参画をすすめる 

（１）現状と課題 

■地域活動への参画状況 

区民向け調査の結果から地域活動への参加状況をみると、参加意向を持つ人が５割程度いるな

か、実際には６割弱の人が活動に参加できていません。女性においては、特に就業している人で参

加していない人が多くなっていますが、主婦も５割の人が参加していないことが分かりました。 

千代田区では、20歳代後半をピークとして女性の労働力人口が減少し、その後増加しません。区

民向け調査でも復職の意向を持つ人が少ないことから、離職した人が復職しない傾向が伺えます。

このような実態を踏まえ、就業のみならず、地域活動を通じて社会に参画するためのきっかけを提

供することも大切です。 

キャリアを伸ばす女性の支援も大切ですが、区の特性を踏まえ、結婚や出産を契機として家庭に

入る女性に対しても、社会・地域に参加しやすい環境整備を図っていくことが課題です。区民向け調

査では、４割強の人が自治会やＮＰＯ等の地域活動の場において男女平等だと感じており、平成17

年から大きく増加していることから、時機をとらえた取組みを進めていくことが必要です。 

 

■防災活動への女性の参画 

第４次行動計画の下、地域防災組織への女性参画を促した結果、すべての避難所運営協議会

において女性の参加が見られるようになっています。ただ、区民向け調査では、防犯・防災等の活動

に参加意向を持つ人は１割にとどまっています。また、区の市町村防災会議の女性委員の割合も１

割未満となっています。 

国の第４次基本計画でも強調され、熊本大地震時にも再確認されたように、防災活動や避難所

運営においては女性の視点が大切です。地域防災組織への参画だけでなく、日常的な防災活動へ

の女性の参加が課題となります。さらに、性的マイノリティや地域社会の多様性を反映することも今

後重要になることから、幅広い参画を求めることも必要となります。 
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図 千代田区・東京都における女性の５歳階級別労働力人口比率 
 

 
出典：平成22年度国勢調査 

 

図 区民の地域活動への参加状況（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 
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57.0 

4.3 

14.7 
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24.9 
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4.2 

2.5 

55.4 

6.0 

16.1 

6.7 

2.5 

6.9 

6.7 

1.6 

20.7 

12.0 

0.5 

1.1 

57.7 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80%

趣味やスポーツの活動

子育て支援に関する活動

高齢者や障害者の

介護、介助などの活動

防犯、防災、交通安全などに関する活動

環境問題、リサイクルなどの活動

国際交流に関する活動

町会や自治会、ＰＴＡなどの活動

生涯学習講座など、教養・趣味・技術

などを学ぶ活動

区・都・国の審議会や委員会など、

政策決定に関わる活動

その他

参加していない

無回答

全体(N=739) 男性(N=285) 女性(N=435)
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図 区民の地域活動への参加意向（アンケート調査） 
 

 

出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 
 

 

 

図 成人女性の就労意向（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 

 
  

26.7 

8.9 

7.2 

10.1 

7.7 

18.7 

6.4 

26.3 

8.1 

49.7 

18.6 
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10.6 

9.0 

22.1 

6.9 

32.2 

7.6 

41.1 

0% 20% 40% 60% 80%

趣味やスポーツの活動

子育て支援に関する活動

高齢者や障害者の

介護、介助などの活動

防犯、防災、交通安全などに関する活動

環境問題、リサイクルなどの活動

国際交流に関する活動

町会や自治会、ＰＴＡなどの活動

生涯学習講座など、教養・趣味・技術

などを学ぶ活動

区・都・国の審議会や委員会など、

政策決定に関わる活動

無回答

全体(N=739) 男性(N=285) 女性(N=435)

フルタイムで

働きたい

6.4%

パート・アルバイト

で働きたい

22.0%

自分で事業を

始めたい（起業）

4.6%

働きたいが、

現実的にはできな

いと思う

24.3%

働きたいと

思わない

27.7%

無回答

15.0%

N=173
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図 自治会やＮＰＯ等の地域活動の場における区民の男女平等の実感 

：10年前との比較（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 

 

 

図 女性の防災活動への参加状況（アンケート調査） 
 

 
出典：千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査（区民向け） 

 

 
  

4.6 

6.7 

23.8 

42.0 

44.1 

30.4 

5.7 

7.8 

0.1 

0.4 

18.7 

7.3 

3.0 

5.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年度

平成17年度

男性の方が非常に優遇されている どちらかと言えば男性の方が優遇されている

平等だと思っている どちらかと言えば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 分からない

無回答

 合計 趣味やス
ポーツの
活動

子育て支
援に関す
る活動

高齢者や
障害者の
介護、介
助などの
活動

防犯、防
災、交通
安全など
に関する
活動

環境問
題、リサイ
クルなど
の活動

国際交流
に関する
活動

町会や自
治会、ＰＴ
Ａなどの活
動

生涯学習
講座など、
教養・趣
味・技術な
どを学ぶ
活動

全体 (N=739) 15.8% 5.5% 2.7% 9.6% 5.8% 1.5% 21.9% 9.5%

男性 (N=285) 14.7% 3.9% 2.5% 14.4% 4.6% 1.4% 24.9% 5.6%

女性 (N=435) 16.1% 6.7% 2.5% 6.9% 6.7% 1.6% 20.7% 12.0%

無回答 (N=19) 26.3% 5.3% 10.5% 0.0% 5.3% 0.0% 5.3% 10.5%

 合計 区・都・国
の審議会
や委員会
など、政策
決定に関
わる活動

その他 参加して
いない

無回答

全体 (N=739) 1.9% 1.6% 57.0% 4.3%

男性 (N=285) 4.2% 2.5% 55.4% 6.0%

女性 (N=435) 0.5% 1.1% 57.7% 3.0%

無回答 (N=19) 0.0% 0.0% 63.2% 10.5%
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（２）施策の方向と事業 

①意志決定過程への女性の参画の推進 

区政や地域活動等、社会の様々な意思決定の場面で女性が参画できるように、審議会等におい

て男女のバランスのとれた委員構成を推進していくほか、町会等の地域組織に対して男女共同参

画の意識啓発を行っていきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

４-①-１ 審議会等の女性委員の

割合増加の推進 

区政における意思決定過程に女性が参画

できるよう、審議会等における男女のバラ

ンスのとれた委員構成を推進します。 

・審議会等における女性の参画推進（関

係部署への働きかけ） 

国際平和・男

女平等人権課

４-①-２ 町会等の身近な地域組

織における男女共同参画

の促進 

地域活動に男女がともに取り組めるよう、

町会等の地域組織に向けて男女共同参

画の意識啓発を行います。 

・ＭＩＷ情報誌「ＭＩＷ通信」の配布 

・町会連合会常任理事、婦人・女性部長

合同会議の推進 

国際平和・男

女平等人権課

出張所 

 

 

②子育て・介護をしている人や退職した人等の社会参画の支援 

ＮＰＯやボランティア等、地域における住民活動を支援し、男性・女性ともに地域とのつながりを持

てるように、地域活動への参画を支援するほか、男女共同参画を推進する自主グループ活動を支

援していきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

４-②-１ 

 

地域活動、ボランティアへ

の参画支援 

男女がともに地域とつながりを持ち、生き

がいを持って暮らせるように、地域活動へ

の参画を支援します。 

・ボランティア情報の発信、ボランティア入

門・養成講座の実施 

・ボランティア、ボランティアグループの活

動支援（シニア男性のボランティア活動

促進含む） 

・福祉まつりの実施 

福 祉 総 務 課

（社会福祉協

議会ちよだボ

ランティアセン

ター） 

４-②-２ 

 

自主グループの活動支援 区民による自主的な活動を支援するた

め、男女共同参画センターＭＩＷを通じて、

男女共同参画を推進する自主グループ

活動を支援します。 

・区民による自主企画事業の支援 

・活動に必要な情報の提供 

・活動の場（ＭＩＷ祭り等）の提供 

国際平和・男

女平等人権課
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③多様性に配慮した防災・まちづくりの推進 

防災・まちづくりに際して、男女共同参画の視点に加え、高齢者や障害者、性的マイノリティ等地

域社会における多様性に配慮したものとするために、防災組織への女性の参加促進や災害時の対

応、防災対策に男女共同参画の視点を取り入れる等の対策の推進を図っていきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

４-③-１ 

 

地域組織・防災組織への

女性の参画促進 

防災・防犯対策や避難所運営に女性の

視点を加味する等、安全・安心なまちづく

りのため、女性の参加を促進します。 

・合同パトロールの実施及び参加募集 

・「避難所運営協議会」等、地域防災組

織への女性の参加促進 

安全生活課 

出張所 

災害対策・危

機管理課 

４-③-２ 男女共同参画の視点に

立った防災対策の推進 

男女共同参画の視点に立った災害時の

対応、防災対策を進め、講座や情報発信

を通じて理解を図ります。 

・備蓄や避難所で提供する物資の整備や

配付、避難所の設営と運営体制におけ

る女性の参画の促進 

・男女共同参画の視点に立った防災・減

災の取組みに関する情報提供 

災害対策・危

機管理課 

国際平和・男

女平等人権課

４-③-３ バリアフリー、ユニバーサ

ルデザインの推進 

だれにでもやさしいまちづくりをめざします。 

・公共・公共的施設におけるバリアフリー、 

ユニバーサルデザインの推進 

道路公園課 

施設経営課 

企画調整課 

 

 

（３）平成33年度末の数値目標 

指標 現状値 目標値 

審議会等における女性委員の割合 
33.5％

（平成28年度）

40.0％以上60.0％以下

（平成33年度）

避難所運営協議会委員における女性委

員の割合 

34.0％

（平成28年度）

40.0％

（平成33年度）
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 目標５ 行動計画の推進体制を充実する 

（１）現状と課題 

■男女共同参画センターＭＩＷの利用状況 

区民向け調査によると、男女共同参画センターＭＩＷの認知度は３割強でした。平成17年度に実

施した調査と比較すると、認知度は上がっています。また、ＭＩＷでの講座・講演会の受講率は、平

成27年度には８割強でしたが、過去４年間は９割を超えており、多くの参加者を得てきました。ただ、

区民向け調査では、実際に利用した人は１割未満となっていました。 

このことから、男女共同参画に関心のある人やＤＶや性的マイノリティの当事者等の関わりの深い

人からの参加を得ている一方、参加者層が広いわけではないことが伺えます。男女平等・男女共同

参画に対する意識を広く啓発し、支援を必要としている人々にサービスを届けるためにはさらなる周

知と利用促進が課題となります。 

 

■区役所内での女性活躍と男性の育児参加の状況 

区役所における女性管理・監督者の割合は、第４次行動計画の下で少しずつ上昇してはいます

が、計画の数値目標は達成されておりません。区の審議会等の女性委員の割合も、数値目標は未

達成でした。 

一方、男性の育児関連の休暇については、出産支援休暇、育児参加休暇の取得率は６割を超

えていますが、育児休業の取得は進んでいません。今後は介護を担う職員の増加も予想され、育

児のみならず介護と仕事の両立も課題となります。 

千代田区では、この現状を踏まえ、平成28年度に次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推

進法に定められる特定事業主行動計画を策定しました。ワーク・ライフ・バランスの実現とだれもが

能力を活かして活躍することができる職場環境づくりをめざし、管理・監督者に占める女性職員の比

率の増加や男性職員の育児関連休暇取得率の増加等を具体的な目標として掲げ、推進していき

ます。 

 
  

特定事業主行動計画の目標 

１ ワーク・ライフ・バランスの推進 

２ 安心して育児・介護と両立できるための職場環境の整備 

３ 女性の活躍に向けた支援の充実 
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（２）施策の方向と事業 

①男女共同参画センターＭＩＷの充実 

男女共同参画センターＭＩＷの各種機能を充実させることで、男女平等・男女共同参画社会を推

進していきます。また、効果的な広報活動を行うことで、差別や暴力に悩んでいる人に相談先として

認知されることをめざします。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

５-①-１ 情報機能（情報ライブラリ

等）の充実 

生活に身近な視点から男女共同参画に

関する問題提起、社会の変化に対応した

新しい暮らし方・働き方の提案等の情報を

区民に提供します。 

・ＭＩＷ通信・ホームページ・情報ライブラ

リ・ビデオサロンを通じた男女共同参画情

報の提供 

・男女共同参画関連の各種統計情報の

収集・整理 

国際平和・男

女平等人権課

５-①-２ 相談機能（ＭＩＷ相談室）

の充実 

区民が問題に気づき、解決に向けた自己

決定を支援するために、相談の充実を図

ります。 

・ＭＩＷ相談室の充実 

・グループワーク、関係機関との連携によ

る支援 

国際平和・男

女平等人権課

５-①-３ 学習機能（講座・講演会）

の充実 

 

区民が問題に気づき、自ら解決する力を

つけるために、学習機会の充実を図りま

す。 

・男女共同参画に関する講座・講演会等

の実施 

・区内の高校や大学・企業等と連携した講

座・事業の展開 

・メディアリテラシー向上のための講座実

施 

・女性のエンパワーメント事業の実施 

国際平和・男

女平等人権課

５-①-４ 活動支援機能の充実 男女共同参画の推進を目的とする団体・

グループの活動を支援し、ＭＩＷのサポー

ターを増やします。 

・ＭＩＷ登録団体の活動支援 

・ＭＩＷ登録団体の募集促進 

国際平和・男

女平等人権課

５-①-５ 交流機能の充実 男女共同参画の推進を目的として仲間と

ともに活動する人々の交流を図り、ネットワ

ークづくりを支援します。 

・ＭＩＷ祭り等の交流の場や機会の提供 

国際平和・男

女平等人権課
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NO 施策 主な事業 担当課 

５-①-６ 広報活動の充実 

           【再掲】

ホームページやパンフレットを充実させるこ

とで、男女共同参画・男女平等に関心を

持つ人を増やすとともに、差別や暴力に悩

む当事者に適切に情報を届ける情報発信

を行います。 

・ホームページ・パンフレット等広報媒体の

充実 

国際平和・男

女平等人権課

 

 

②区役所内推進体制の充実 

区役所内推進体制の充実に向けて、区役所における男女共同参画を推進し、職員の意識を高

めるほか、関係部署との連携体制の充実等に努めていきます。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

５-②-１ 計画の推進体制の充実 関係各課が連携し、区役所全体で計画を

推進するためのしくみの充実を図ります。 

・男女平等推進委員会の充実 

国際平和・男

女平等人権課

５-②-２ 男女共同参画に関する

意識・実態調査の実施 

計画推進の効果を測り、課題を明らかに

するため、意識・実態調査を実施します。 

・男女共同参画に関する意識・実態調査

の実施 

国際平和・男

女平等人権課

５-②-３ 職員の男女共同参画意

識の向上 

区役所全体で男女共同参画を進めるた

めに、職員の男女共同参画に対する意識

を高めます。 

・男女平等を推進するための職員研修の

充実 

・ＭＩＷ情報誌「ＭＩＷ通信」の配布 

国際平和・男

女平等人権課

人事課 

５-②-４ 区役所内における男女共

同参画の推進 

区内事業所の一つとして、区役所で働く男

女の職員が働きやすい職場づくりを進めま

す。 

・職務分担の男女平等化促進 

・次世代育成支援対策推進法及び女性

活躍推進法に基づく「千代田区特定事

業主行動計画」の推進（出産支援・育児

参加休暇取得率の増、育児休業を取得

する男性職員の増、育児･介護との両立

支援冊子の発行、管理・監督者に占める

女性職員比率の増等） 

人事課 

  



53 

③区民との協働による推進体制の充実 

区民と協働しながら男女共同参画施策を推進していくほか、区民の声を反映させた男女共同参

画センターの運営や男女共同参画の推進を活動目的とする団体等に対する支援等、区民との協

働による推進体制の充実を図ります。 
 

NO 施策 主な事業 担当課 

５-③-１ 区民との協働による男女

共同参画施策の推進 

千代田区に住み、働き、学び、活動する

区民と協働しながら男女共同参画施策を

推進します。 

・男女平等推進区民会議の運営 

国際平和・男

女平等人権課

５-③-２ 区民との協働による拠点

施設の運営 

千代田区に住み、働き、学び、活動する

区民の声を取り入れながら、男女共同参

画センターＭＩＷを運営します。 

・男女共同参画センター運営協議会への

区民委員の参画 

国際平和・男

女平等人権課

５-③-３ 自主グループの活動支

援 

【再掲】

区民による自主的な活動を支援するた

め、男女共同参画センターＭＩＷを通じて、

男女共同参画を推進する自主グループ

活動を支援します。 

・区民による自主企画事業の支援 

・活動に必要な情報の提供 

・活動の場（ＭＩＷ祭り等）の提供 

国際平和・男

女平等人権課

 

 

（３）平成33年度末の数値目標 

指標 現状値 目標値 

区役所内の管理・監督者（係長級以上）

に占める女性の割合 

25.8％

（平成28年度）

40.0％

（平成33年度）

千代田区男女共同参画センターＭＩＷを

知っている人の割合 

33.5％

（平成28年度）

65.0％

（平成33年度）
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資 料 編 

 １．千代田区男女平等推進区民会議委員名簿 

任期：平成28年５月26日～平成30年３月31日 

役 名 氏   名 所属等 

会 長 三浦 まり 上智大学法学部教授 

副会長 鈴木 浩子 明星大学明星教育センター特任准教授 

委 員 土堤内  昭雄 株式会社ニッセイ基礎研究所 主任研究員 

委 員 五十嵐 裕美子 弁護士 

委 員 原田 裕美 
男女共同参画センターＭＩＷ活動登録団体選出 

ちよだ女性団体等連絡会 

委 員 児谷 文子 千代田区婦人団体協議会選出 

委 員 櫻井 紀子 千代田区民生・児童委員協議会選出 

委 員 内山 宝 千代田区教育委員会指導課指導主事 

委 員 高椋 輝彦 公益社団法人東京青年会議所千代田区委員会選出 

委 員 平野 茂 
公共団体の機関 

東京都労働相談情報センター相談調査課長 

委 員 小瀬村 幸子 

一般事業主の団体 

東京海上日動火災保険株式会社 人事企画部担当次長ダイバー 

シティ推進チーム 

委 員 笠井 輝幸※１ 
一般事業主連合団体 

連合東京千代田地区協議会 副議長（三菱電機労働組合本社支部） 

委 員 藤田 宏幸※２ 
一般事業主連合団体 

連合東京千代田地区協議会 副議長（三菱電機労働組合本社支部） 

委 員 岡戸 大 公募 

委 員 千野 彩佳 公募 

※１ 第２回千代田区男女平等推進区民会議まで 

※２ 第３回千代田区男女平等推進区民会議から  
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 ２．千代田区男女平等推進区民会議開催経過 

回 開催日時・場所 議題等 

１ 

平成28年５月26日（木） 

午後６時30分～８時30分 

区役所601会議室 

（１） 第４次行動計画の進捗状況 

（２） 前期区民会議における議事のまとめ 

（３） 千代田区特定事業主行動計画の概要 

（４） 第５次行動計画策定の進め方 

・検討のスケジュール 

・男女共同参画をめぐる国等の動き 

・男女共同参画等についてのアンケート調査の概要 

（５） 第５次行動計画策定に向けての提言書の構成 

２ 

平成28年７月15日（金） 

午後６時30分～８時30分 

区役所404会議室 

（１） 提言の構成について 

（２） 千代田区男女共同参画についてのアンケート調査報告 

（３） 千代田区の人口・就業等の現状 

（４） 第５次千代田区男女平等推進行動計画の全体像（たたき台） 

３ 

平成28年９月14日（水） 

午後６時30分～９時00分 

区役所401会議室 

（１） 第５次千代田区男女平等推進行動計画の体系図（案）の検討

（２） 第５次千代田区男女平等推進行動計画の提言（素案）の検討

４ 

平成28年10月14日（金） 

午後６時30分～８時30分 

区役所601会議室 

（１） 第５次千代田区男女平等推進行動計画の提言の確定 

５ 

平成28年12月２日（金） 

午後６時30分～８時30分 

区役所401会議室 

（１） 第５次千代田区男女平等推進行動計画の素案について 

（２） 千代田区男女共同参画センターＭＩＷについて 

６ 

平成29年２月14日（火） 

午後２時00分～４時00分 

区役所401会議室 

（１） 第５次千代田区男女平等推進行動計画（素案）への意見募集

結果について  

（２） 第５次千代田区男女平等推進行動計画（案）について 

７ 

平成29年３月28日（火） 

午後６時30分～８時30分 

区役所401会議室 

（１） 第５次千代田区男女平等推進行動計画について 
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 ３．千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査 

「千代田区男女共同参画等についてのアンケート調査」は、第５次千代田区男女平等推進行動計

画（以下、第５次行動計画）の策定に際し、区民の男女平等や男女共同参画についての考え方及び

区内事業所における男女共同参画や女性の活躍推進に向けた取組状況を把握することで、計画策

定の基礎資料を得ることを目的として実施しました。 

アンケート調査では、18歳以上の区民、中学校２年生から高等学校３年生相当の青少年、区内に

拠点を置く事業所を対象として３種類の調査を行いました。 

 
（１）区民向け調査 

調査対象 平成10年４月１日生まれ以前の区内に居住する男女（層化無作為抽出） 

標本数 2,000件 

調査期間 平成28年４月26日～５月17日 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

回収率 37.0％（739件） 
 

（２）青少年向け調査 

調査対象 平成10年４月２日生まれから平成15年４月１日生まれまでの区内に居住す

る全ての男女 

標本数 2,025件 

調査期間 平成28年４月26日～５月17日 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

回収率 35.7％（723件） 
 

（３）事業所向け調査 

調査対象 平成28年４月１日現在、区内に単独事業所または本所・本社・本店がある従

業員５人以上の企業（無作為抽出） 

標本数 1,000件 

調査期間 平成28年４月26日～５月17日 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

回収率 22.1％（221件） 
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 ４．男女共同参画社会基本法 

（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

最終改正： 

平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 

 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条）  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策（第十三条―第二十条）  

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十

八条）  

附則  

 

 我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつ

つ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟

化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し

ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責

任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の

実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要

課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を

図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本

理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって

国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の

形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進する

ため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条  この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力あ

る社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女

共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並

びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかに

するとともに、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に

推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一  男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対

等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、

もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うべき社会を形成することをいう。 

二  積極的改善措置 前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積

極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条  男女共同参画社会の形成は、男女の個人

としての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として

能力を発揮する機会が確保されることその他の男

女の人権が尊重されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条  男女共同参画社会の形成に当たっては、

社会における制度又は慣行が、性別による固定的

な役割分担等を反映して、男女の社会における活

動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことに

より、男女共同参画社会の形成を阻害する要因と

なるおそれがあることにかんがみ、社会における制

度又は慣行が男女の社会における活動の選択に

対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよ

うに配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条  男女共同参画社会の形成は、男女が、社

会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団

体における政策又は民間の団体における方針の立

案及び決定に共同して参画する機会が確保される

ことを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条  男女共同参画社会の形成は、家族を構成

する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子

の養育、家族の介護その他の家庭生活における活

動について家族の一員としての役割を円滑に果た

し、かつ、当該活動以外の活動を行うことができる

ようにすることを旨として、行われなければならな

い。 
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（国際的協調） 

第七条  男女共同参画社会の形成の促進が国際

社会における取組と密接な関係を有していることに

かんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的

協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条  国は、第三条から前条までに定める男女

共同参画社会の形成についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置

を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策

に準じた施策及びその他のその地方公共団体の

区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条  国民は、職域、学校、地域、家庭その他の

社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努め

なければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条  政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を実施するため必要な法制上又

は財政上の措置その他の措置を講じなければなら

ない。 

（年次報告等） 

第十二条  政府は、毎年、国会に、男女共同参画

社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての報

告を提出しなければならない。 

２  政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参

画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明

らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなけ

ればならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条  政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２  男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

一  総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の大綱 

二  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項 

３  内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を

聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。 

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決

定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本

計画を公表しなければならない。 

５  前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変

更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条  都道府県は、男女共同参画基本計画を

勘案して、当該都道府県の区域における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての

基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計

画」という。）を定めなければならない。 

２  都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事

項について定めるものとする。 

一  都道府県の区域において総合的かつ長期的に

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱 

二  前号に掲げるもののほか、都道府県の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項 

３  市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府

県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の

区域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策についての基本的な計画（以下「市町

村男女共同参画計画」という。）を定めるように努

めなければならない。 

４  都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参

画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条  国及び地方公共団体は、男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を

策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参

画社会の形成に配慮しなければならない。 
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（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条  国及び地方公共団体は、広報活動等を

通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよ

う適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条  国は、政府が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策につ

いての苦情の処理のために必要な措置及び性別

による差別的取扱いその他の男女共同参画社会

の形成を阻害する要因によって人権が侵害された

場合における被害者の救済を図るために必要な措

置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条  国は、社会における制度又は慣行が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調

査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の策定に必要な調査研究を推進す

るように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条  国は、男女共同参画社会の形成を国際

的協調の下に促進するため、外国政府又は国際

機関との情報の交換その他男女共同参画社会の

形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を

図るために必要な措置を講ずるように努めるものと

する。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条  国は、地方公共団体が実施する男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間

の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関し

て行う活動を支援するため、情報の提供その他の

必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条  内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条  会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。 

一  男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三

項に規定する事項を処理すること。 

二  前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は

関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の

形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政

策及び重要事項を調査審議すること。 

三  前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必

要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。 

四  政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府

の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響

を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条  会議は、議長及び議員二十四人以

内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条  議長は、内閣官房長官をもって充て

る。 

２  議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条  議員は、次に掲げる者をもって充て

る。 

一  内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内

閣総理大臣が指定する者 

二  男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２  前項第二号の議員の数は、同項に規定する議

員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３  第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の

十分の四未満であってはならない。 

４  第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条  前条第一項第二号の議員の任期は、

二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２  前条第一項第二号の議員は、再任されることが

できる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条  会議は、その所掌事務を遂行するた

めに必要があると認めるときは、関係行政機関の

長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資

料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力

を求めることができる。 

２  会議は、その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができ

る。 

（政令への委任） 

第二十八条  この章に定めるもののほか、会議の組
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織及び議員その他の職員その他会議に関し必要

な事項は、政令で定める。 

附則抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条  男女共同参画審議会設置法（平成九年

法律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条  前条の規定による廃止前の男女共同参画

審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）

第一条の規定により置かれた男女共同参画審議

会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審

議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２  この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四

条第一項の規定により任命された男女共同参画

審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、

第二十三条第一項の規定により、審議会の委員と

して任命されたものとみなす。この場合において、

その任命されたものとみなされる者の任期は、同

条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審

議会設置法第四条第二項の規定により任命され

た男女共同参画審議会の委員としての任期の残

任期間と同一の期間とする。 

３  この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五

条第一項の規定により定められた男女共同参画

審議会の会長である者又は同条第三項の規定に

より指名された委員である者は、それぞれ、この法

律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により

審議会の会長として定められ、又は同条第三項の

規定により審議会の会長の職務を代理する委員と

して指名されたものとみなす。 

附則（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法

律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第

三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条

の規定 公布の日 

（職員の身分引継ぎ） 

第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、

法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林

水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、

建設省又は自治省（以下この条において「従前の

府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二

十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会

長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、

日本工業標準調査会の会長及び委員並びに こ

れらに類する者として政令で定めるものを除く。）で

ある者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤

務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総

務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚

生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通

省若しくは環境省（以下この条において「新府省」と

いう。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、

この法律の施行の際現に当該職員が属する従前

の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相

当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関

として政令で定めるものの相当の職員となるものと

する。 

（別に定める経過措置） 

第三十条  第二条から前条までに規定するものの

ほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置

は、別に法律で定める。 

 

附則（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）抄  

（施行期日） 

第一条  この法律（第二条及び第三条を除く。）は、

平成十三年一月六日から施行する。 
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 ５．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

最終改正：平成二六年四月二三日法律第二八号 

 

第一章 総則（第一条・第二条）  

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等

（第二条の二・第二条の三）  

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―

第五条）  

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二）  

第四章 保護命令（第十条―第二十二条）  

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条）  

第五章の二 補則（第二十八条の二）  

第六章 罰則（第二十九条・第三十条）  

 

 我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を

も含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害

者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であ

り、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が

暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の

実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の

実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要で

ある。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努

めている国際社会における取組にも沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法

律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義）  

第一条  この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不

法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十

八条の二において「身体に対する暴力等」と総称

する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等

を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む

ものとする。 

２  この法律において「被害者」とは、配偶者からの

暴力を受けた者をいう。 

３  この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実

上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとす

る。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二  内閣総理大臣、国家公安委員会、法

務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条

第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第

一項及び第三項において「基本方針」という。）を

定めなければならない。 

２  基本方針においては、次に掲げる事項につき、

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三

項の市町村基本計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 

一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三  都道府県は、基本方針に即して、当

該都道府県における配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策の実施に関する基

本的な計画（以下この条において「都道府県基本
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計画」という。）を定めなければならない。 

２  都道府県基本計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３  市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方

針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策の実施に関する基

本的な計画（以下この条において「市町村基本計

画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４  都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又

は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５  主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道

府県基本計画又は市町村基本計画の作成のため

に必要な助言その他の援助を行うよう努めなけれ

ばならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条  都道府県は、当該都道府県が設置する婦

人相談所その他の適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能

を果たすようにするものとする。 

２  市町村は、当該市町村が設置する適切な施設

において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セ

ンターとしての機能を果たすようにするよう努めるも

のとする。 

３  配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。 

一  被害者に関する各般の問題について、相談に

応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機

関を紹介すること。 

二  被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

三  被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）

の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。 

四  被害者が自立して生活することを促進するため、

就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度

の利用等について、情報の提供、助言、関係機関

との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五  第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。 

六  被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４  前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自

ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす

者に委託して行うものとする。 

５  配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行

うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民

間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条  婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必

要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条  都道府県は、婦人保護施設において被害

者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条  配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者で

あった者からの身体に対する暴力に限る。以下こ

の章において同じ。）を受けている者を発見した者

は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報するよう努めなければならない。 

２  医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、そ

の旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報することができる。この場合において、その

者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３  刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏

示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規

定は、前二項の規定により通報することを妨げるも

のと解釈してはならない。 

４  医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、そ

の者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利
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用について、その有する情報を提供するよう努めな

ければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等） 

第七条  配偶者暴力相談支援センターは、被害者

に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に

応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により

配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容

について説明及び助言を行うとともに、必要な保護

を受けることを勧奨するものとする。  

（警察官による被害の防止） 

第八条  警察官は、通報等により配偶者からの暴力

が行われていると認めるときは、警察法 （昭和二

十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法 

（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法

令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保

護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を

防止するために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二  警視総監若しくは道府県警察本部長

（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面

については、方面本部長。第十五条第三項におい

て同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を

受けている者から、配偶者からの暴力による被害

を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出が

あり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者

からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員

会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止

するための措置の教示その他配偶者からの暴力に

よる被害の発生を防止するために必要な援助を行

うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三  社会福祉法 （昭和二十六年法律第

四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条に

おいて「福祉事務所」という。）は、生活保護法 

（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉

法 （昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及

び父子並びに寡婦福祉法 （昭和三十九年法律

第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、

被害者の自立を支援するために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条  配偶者暴力相談支援センター、都道府県

警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係

機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに

当たっては、その適切な保護が行われるよう、相

互に連携を図りながら協力するよう努めるものとす

る。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二  前条の関係機関は、被害者の保護に

係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情

の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処

理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条  被害者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身

体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。

以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以

下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に

対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶

者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの

身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に

対する暴力。第十二条第一項第二号において同

じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を

受けた者である場合にあっては配偶者から受ける

身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する

脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

同号において同じ。）により、その生命又は身体に

重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当

該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及

び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）

に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての

時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠

を共にする場合に限る。 

一  命令の効力が生じた日から起算して六月間、被

害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この号において同じ。）その他

の場所において被害者の身辺につきまとい、又は

被害者の住居、勤務先その他その通常所在する
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場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二  命令の効力が生じた日から起算して二月間、被

害者と共に生活の本拠としている住居から退去す

ること及び当該住居の付近をはいかいしてはならな

いこと。 

２  前項本文に規定する場合において、同項第一号

の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各

号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命

ずるものとする。 

一  面会を要求すること。 

二  その行動を監視していると思わせるような事項

を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四  電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得な

い場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信す

ること。 

五  緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から

午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールを送信するこ

と。 

六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪

の情を催させるような物を送付し、又はその知り得

る状態に置くこと。 

七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得

る状態に置くこと。 

八  その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは

その知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を

害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはそ

の知り得る状態に置くこと。 

３  第一項本文に規定する場合において、被害者が

その成年に達しない子（以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において単に「子」とい

う。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の

子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていること

その他の事情があることから被害者がその同居し

ている子に関して配偶者と面会することを余儀なく

されることを防止するため必要があると認めるとき

は、第一項第一号の規定による命令を発する裁判

所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを防止

するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じ

た日以後、同号の規定による命令の効力が生じた

日から起算して六月を経過する日までの間、当該

子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居を除く。以下この項において同じ。）、就学す

る学校その他の場所において当該子の身辺につき

まとい、又は当該子の住居、就学する学校その他

その通常所在する場所の付近をはいかいしてはな

らないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十

五歳以上であるときは、その同意がある場合に限

る。 

４  第一項本文に規定する場合において、配偶者が

被害者の親族その他被害者と社会生活において

密接な関係を有する者（被害者と同居している子

及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及

び次項並びに第十二条第一項第四号において

「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野

又は乱暴な言動を行っていることその他の事情が

あることから被害者がその親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するため

必要があると認めるときは、第一項第一号の規定

による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害

が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定に

よる命令の効力が生じた日から起算して六月を経

過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶

者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下こ

の項において同じ。）その他の場所において当該親

族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５  前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳

未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同

意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後

見人である場合にあっては、その法定代理人の同

意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条  前条第一項の規定による命令の申立て

に係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所が

ないとき又は住所が知れないときは居所）の所在

地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２  前条第一項の規定による命令の申立ては、次の

各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもするこ

とができる。 

一  申立人の住所又は居所の所在地 
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二  当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条  第十条第一項から第四項までの規定に

よる命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければなら

ない。 

一  配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況 

二  配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認

めるに足りる申立ての時における事情 

三  第十条第三項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため当該命令を発する必要があると認

めるに足りる申立ての時における事情 

四  第十条第四項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止

するため当該命令を発する必要があると認めるに

足りる申立ての時における事情 

五  配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びそ

の事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警

察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び

場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の

内容 

２  前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五

号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に

は、申立書には、同項第一号から第四号までに掲

げる事項についての申立人の供述を記載した書面

で公証人法 （明治四十一年法律第五十三号）第

五十八条ノ二第一項 の認証を受けたものを添付

しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条  裁判所は、保護命令の申立てに係る事

件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条  保護命令は、口頭弁論又は相手方が立

ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、その期日を経るこ

とにより保護命令の申立ての目的を達することがで

きない事情があるときは、この限りでない。 

２  申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに

掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官

署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは

保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた

措置の内容を記載した書面の提出を求めるものと

する。この場合において、当該配偶者暴力相談支

援センター又は当該所属官署の長は、これに速や

かに応ずるものとする。 

３  裁判所は、必要があると認める場合には、前項

の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若

しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定に

より書面の提出を求めた事項に関して更に説明を

求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条  保護命令の申立てについての決定には、

理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を

経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せ

ば足りる。 

２  保護命令は、相手方に対する決定書の送達又

は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日

における言渡しによって、その効力を生ずる。 

３  保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速

やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は

居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長

に通知するものとする。 

４  保護命令を発した場合において、申立人が配偶

者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申

立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判

所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及び

その内容を、当該申立書に名称が記載された配

偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称

が記載された配偶者暴力相談支援センターが二

以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対

し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が

最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通

知するものとする。 

５  保護命令は、執行力を有しない。 
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（即時抗告） 

第十六条  保護命令の申立てについての裁判に対

しては、即時抗告をすることができる。 

２  前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を

及ぼさない。 

３  即時抗告があった場合において、保護命令の取

消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立

てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ず

るまでの間、保護命令の効力の停止を命ずること

ができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、

原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４  前項の規定により第十条第一項第一号の規定

による命令の効力の停止を命ずる場合において、

同条第二項から第四項までの規定による命令が

発せられているときは、裁判所は、当該命令の効

力の停止をも命じなければならない。 

５  前二項の規定による裁判に対しては、不服を申

し立てることができない。 

６  抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定によ

る命令を取り消す場合において、同条第二項から

第四項までの規定による命令が発せられていると

きは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけ

ればならない。 

７  前条第四項の規定による通知がされている保護

命令について、第三項若しくは第四項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこ

れを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴

力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８  前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場

合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場

合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条  保護命令を発した裁判所は、当該保護

命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十

条第一項第一号又は第二項から第四項までの規

定による命令にあっては同号の規定による命令が

効力を生じた日から起算して三月を経過した後に

おいて、同条第一項第二号の規定による命令にあ

っては当該命令が効力を生じた日から起算して二

週間を経過した後において、これらの命令を受けた

者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立

てをした者に異議がないことを確認したときも、同

様とする。 

２  前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の

規定による命令を発した裁判所が前項の規定によ

り当該命令を取り消す場合について準用する。 

３  第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前

二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の

申立て） 

第十八条  第十条第一項第二号の規定による命令

が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての

理由となった身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定によ

る命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、

配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰することのでき

ない事由により当該発せられた命令の効力が生ず

る日から起算して二月を経過する日までに当該住

居からの転居を完了することができないことその他

の同号の規定による命令を再度発する必要がある

と認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発

するものとする。ただし、当該命令を発することによ

り当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると

認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２  前項の申立てをする場合における第十二条の規

定の適用については、同条第一項各号列記以外

の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、

第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条

第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に

掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同

条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる

事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条  保護命令に関する手続について、当事

者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若

しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又

は事件に関する事項の証明書の交付を請求する

ことができる。ただし、相手方にあっては、保護命令

の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出

す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する

保護命令の送達があるまでの間は、この限りでな

い。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条  法務局若しくは地方法務局又はその支

局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証

人がその職務を行うことができない場合には、法務
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大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその

支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項

（第十八条第二項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法 の準用） 

第二十一条  この法律に特別の定めがある場合を

除き、保護命令に関する手続に関しては、その性

質に反しない限り、民事訴訟法 （平成八年法律第

百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条  この法律に定めるもののほか、保護命

令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判

所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条  配偶者からの暴力に係る被害者の保

護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項に

おいて「職務関係者」という。）は、その職務を行う

に当たり、被害者の心身の状況、その置かれてい

る環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等

を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の

確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければ

ならない。 

２  国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被

害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関す

る理解を深めるために必要な研修及び啓発を行う

ものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条  国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止に関する国民の理解を深めるための

教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条  国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の心

身の健康を回復させるための方法等に関する調査

研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養

成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条  国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう

努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条  都道府県は、次の各号に掲げる費用

を支弁しなければならない。 

一  第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業

務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に

掲げる費用を除く。） 

二  第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相

談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚

生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して

行う場合を含む。）に要する費用 

三  第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

四  第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な

事務に要する費用 

２  市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する

婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条  国は、政令の定めるところにより、都道

府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。 

２  国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げ

る費用の十分の五以内を補助することができる。 

一  都道府県が前条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二  市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二  第二条及び第一章の二から前章

までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻

関係における共同生活に類する共同生活を営ん

でいないものを除く。）をする関係にある相手からの

暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴

力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対

する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解

消した場合にあっては、当該関係にあった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及

び当該暴力を受けた者について準用する。この場

合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」

とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にあ

る相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。
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第二条 被害者 被 害 者 （ 第 二

十八条の二に

規定する関係

にある相手から

の暴力を受け

た者をいう。以

下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は

配偶者であ

った者 

同条に規定す

る関係にある相

手又は同条に

規定する関係

にある相手であ

った者 

第十条第一項か

ら第四項まで、第

十一条第二項第

二号、第十二条

第一項第一号か

ら第四号まで及び

第十八条第一項 

配偶者 第二十八条の

二に規定する

関 係 に あ る 相

手 

第十条第一項 離 婚 を し 、

又はその婚

姻が取り消

された場合 

第二十八条の

二に規定する

関 係 を 解 消し

た場合 

 

第六章 罰則 

第二十九条  保護命令（前条において読み替えて

準用する第十条第一項から第四項までの規定に

よるものを含む。次条において同じ。）に違反した者

は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処

する。 

第三十条  第十二条第一項（第十八条第二項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第

二十八条の二において読み替えて準用する第十

二条第一項（第二十八条の二において準用する

第十八条第二項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定により記載すべき事項につ

いて虚偽の記載のある申立書により保護命令の申

立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附則抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二

十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行

する。 

（経過措置） 

第二条  平成十四年三月三十一日までに婦人相

談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する

暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求め

た場合における当該被害者からの保護命令の申

立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号

並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用

については、これらの規定中「配偶者暴力相談支

援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討）  

第三条  この法律の規定については、この法律の施

行後三年を目途として、この法律の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必

要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号）  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条  この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（次項において「旧法」という。）第

十条の規定による命令の申立てに係る同条の規

定による命令に関する事件については、なお従前

の例による。 

２  旧法第十条第二号の規定による命令が発せら

れた後に当該命令の申立ての理由となった身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害

を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律

による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第

十条第一項第二号の規定による命令の申立て（こ

の法律の施行後最初にされるものに限る。）があっ

た場合における新法第十八条第一項の規定の適

用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」

とする。 

（検討） 

第三条  新法の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置

が講ぜられるものとする。 
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附則（平成一九年七月一一日法律第一一三号）抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条  この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律第十条の規定による命令の申立

てに係る同条の規定による命令に関する事件につ

いては、なお従前の例による。 

 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。 

 

附則（平成二六年四月二三日法律第二八号）抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一  第一条中次世代育成支援対策推進法附則第

二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一

項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 

公布の日 

二  第二条並びに附則第三条、第七条から第十条

まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの

規定 平成二十六年十月一日 

（政令への委任） 

第十九条  この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。

  



71 

 ６．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成二十七年九月四日法律第六十四号） 

 

第一章 総則（第一条―第四条）  

第二章 基本方針等（第五条・第六条）  

第三章 事業主行動計画等  

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条）  

第二節 一般事業主行動計画（第八条―第十四

条）  

第三節 特定事業主行動計画（第十五条）  

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第

十六条・第十七条）  

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置（第十八条―第二十五条）  

第五章 雑則（第二十六条―第二十八条）  

第六章 罰則（第二十九条―第三十四条）  

附則  

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条  この法律は、近年、自らの意思によって職

業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性

と能力を十分に発揮して職業生活において活躍す

ること（以下「女性の職業生活における活躍」とい

う。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共

同参画社会基本法 （平成十一年法律第七十八

号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活におけ

る活躍の推進について、その基本原則を定め、並

びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明ら

かにするとともに、基本方針及び事業主の行動計

画の策定、女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置等について定めることにより、

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的

に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急

速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化そ

の他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで

活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条  女性の職業生活における活躍の推進は、

職業生活における活躍に係る男女間の格差の実

情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、

又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、

昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生

活に関する機会の積極的な提供及びその活用を

通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反

映した職場における慣行が女性の職業生活におけ

る活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性

と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、

行われなければならない。 

２  女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護

その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず

退職することが多いことその他の家庭生活に関す

る事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を

構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力

と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生

活における活動について家族の一員としての役割

を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行う

ために必要な環境の整備等により、男女の職業生

活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能

となることを旨として、行われなければならない。 

３  女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、

本人の意思が尊重されるべきものであることに留意

されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条  国及び地方公共団体は、前条に定める女

性の職業生活における活躍の推進についての基

本原則（次条及び第五条第一項において「基本原

則」という。）にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこ

れを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条  事業主は、基本原則にのっとり、その雇用

し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労

働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇

用環境の整備その他の女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努め

るとともに、国又は地方公共団体が実施する女性

の職業生活における活躍の推進に関する施策に

協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条  政府は、基本原則にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関する施策を総合的

かつ一体的に実施するため、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方

針」という。）を定めなければならない。 

２  基本方針においては、次に掲げる事項を定める
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ものとする。 

一  女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本的な方向 

二  事業主が実施すべき女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三  女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要

な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する重要事項 

四  前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活に

おける活躍を推進するために必要な事項 

３  内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決

定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな

ければならない。 

５  前二項の規定は、基本方針の変更について準

用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条  都道府県は、基本方針を勘案して、当該

都道府県の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画（以

下この条において「都道府県推進計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。 

２  市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定

められているときは、基本方針及び都道府県推進

計画）を勘案して、当該市町村の区域内における

女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画（次項において「市町村推進計

画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３  都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又

は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条  内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務

大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施

することができるよう、基本方針に即して、次条第

一項に規定する一般事業主行動計画及び第十五

条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項

において「事業主行動計画」と総称する。）の策定

に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」

という。）を定めなければならない。 

２  事業主行動計画策定指針においては、次に掲

げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべ

きものを定めるものとする。 

一  事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の内容に関する事項 

三  その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する重要事項 

３  内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条  国及び地方公共団体以外の事業主（以下

「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労

働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計

画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般

事業主が実施する女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同

じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣に届け出なければならない。これを

変更したときも、同様とする。 

２  一般事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一  計画期間 

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三  実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３  第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、採用した労働者

に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年

数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある

労働者に占める女性労働者の割合その他のその

事業における女性の職業生活における活躍に関す

る状況を把握し、女性の職業生活における活躍を

推進するために改善すべき事情について分析した

上で、その結果を勘案して、これを定めなければな

らない。この場合において、前項第二号の目標に

ついては、採用する労働者に占める女性労働者の

割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、
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労働時間、管理的地位にある労働者に占める女

性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に

定めなければならない。 

４  第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働

省令で定めるところにより、これを労働者に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５  第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働

省令で定めるところにより、これを公表しなければな

らない。 

６  第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事

業主行動計画に定められた目標を達成するよう努

めなければならない。 

７  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指

針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労

働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け

出るよう努めなければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

８  第三項の規定は前項に規定する一般事業主が

一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとす

る場合について、第四項から第六項までの規定は

前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計

画を定め、又は変更した場合について、それぞれ

準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条  厚生労働大臣は、前条第一項又は第七

項の規定による届出をした一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当

該事業主について、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状

況が優良なものであることその他の厚生労働省令

で定める基準に適合するものである旨の認定を行

うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条  前条の認定を受けた一般事業主（次条及

び第二十条第一項において「認定一般事業主」と

いう。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商

品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは

通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項に

おいて「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める

表示を付することができる。 

２  何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品

等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条  厚生労働大臣は、認定一般事業主が

次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の

認定を取り消すことができる。 

一  第九条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。 

二  この法律又はこの法律に基づく命令に違反した

とき。 

三  不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十二条  承認中小事業主団体の構成員である中

小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労

働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項

及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業

主団体をして女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募

集を行わせようとする場合において、当該承認中

小事業主団体が当該募集に従事しようとするとき

は、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一

号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当

該構成員である中小事業主については、適用しな

い。 

２  この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合

会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社

団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員と

するもの（厚生労働省令で定める要件に該当する

ものに限る。）のうち、その構成員である中小事業

主に対して女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を実施するための人材確保に関する

相談及び援助を行うものであって、その申請に基

づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を

適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適

合する旨の承認を行ったものをいう。 

３  厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項

に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４  承認中小事業主団体は、第一項に規定する募

集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、募集時期、募集人員、募集地域そ

の他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省

令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければ

ならない。 

５  職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の
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規定による届出があった場合について、同法第五

条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十

九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第

四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並び

に第五十一条の二の規定は前項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者について、同

法第四十条の規定は同項の規定による届出をして

労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与

について、同法第五十条第三項及び第四項の規

定はこの項において準用する同条第二項に規定

する職権を行う場合について、それぞれ準用する。

この場合において、同法第三十七条第二項中「労

働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律第十

二条第四項の規定による届出をして労働者の募

集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二

項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又

は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとす

る。 

６  職業安定法第三十六条第二項及び第四十二

条の二の規定の適用については、同法第三十六

条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者

をして労働者の募集に従事させようとする者がその

被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十

二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第

十二条第四項の規定による届出をして労働者の

募集に従事する者」とする。 

７  厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第二項の相談及び援助の実施状況について報告

を求めることができる。 

第十三条  公共職業安定所は、前条第四項の規

定による届出をして労働者の募集に従事する承認

中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に

関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに

基づき当該募集の内容又は方法について指導す

ることにより、当該募集の効果的かつ適切な実施

を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条  国は、第八条第一項若しくは第七項の

規定により一般事業主行動計画を策定しようとす

る一般事業主又はこれらの規定による届出をした

一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策

定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主

行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように

相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条  国及び地方公共団体の機関、それらの

長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特

定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、

事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主

行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関する計画

をいう。以下この条において同じ。）を定めなければ

ならない。 

２  特定事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一  計画期間 

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三  実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、採用した職員に占める女性職員の割合、

男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

その他のその事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する状況を把握し、女性の

職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で、その結果を勘案し

て、これを定めなければならない。この場合におい

て、前項第二号の目標については、採用する職員

に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数

の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位に

ある職員に占める女性職員の割合その他の数値

を用いて定量的に定めなければならない。 

４  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知

させるための措置を講じなければならない。 

５  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

６  特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業

主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しな

ければならない。 

７  特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく

取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に

定められた目標を達成するよう努めなければなら

ない。 
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第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第十六条  第八条第一項に規定する一般事業主

は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活

を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資す

るよう、その事業における女性の職業生活における

活躍に関する情報を定期的に公表しなければなら

ない。 

２  第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、そ

の事業における女性の職業生活における活躍に関

する情報を定期的に公表するよう努めなければな

らない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第十七条  特定事業主は、内閣府令で定めるところ

により、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事務及び事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する情報を定

期的に公表しなければならない。 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第十八条  国は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、

創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

２  地方公共団体は、女性の職業生活における活

躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業

生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族

その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹

介その他の情報の提供、助言その他の必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

３  地方公共団体は、前項に規定する業務に係る

事務の一部を、その事務を適切に実施することが

できるものとして内閣府令で定める基準に適合する

者に委託することができる。 

４  前項の規定による委託に係る事務に従事する者

又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な

く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

（財政上の措置等） 

第十九条  国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する地方公共団体の施策を支援するた

めに必要な財政上の措置その他の措置を講ずる

よう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条  国は、女性の職業生活における活躍の

推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発

金融公庫その他の特別の法律によって設立された

法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又

は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意し

つつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活

における活躍に関する状況又は女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組の実施の状況

が優良な一般事業主（次項において「認定一般事

業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するものとする。 

２  地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般

事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十一条  国及び地方公共団体は、女性の職業

生活における活躍の推進について、国民の関心と

理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要

な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条  国は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に資するよう、国内外におけ

る女性の職業生活における活躍の状況及び当該

取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うも

のとする。 

（協議会） 

第二十三条  当該地方公共団体の区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する事務

及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以

下この条において「関係機関」という。）は、第十八

条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条

第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置

に係る事例その他の女性の職業生活における活

躍の推進に有用な情報を活用することにより、当

該区域において女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施され

るようにするため、関係機関により構成される協議

会（以下「協議会」という。）を組織することができ

る。 

２  協議会を組織する関係機関は、当該地方公共

団体の区域内において第十八条第三項の規定に

よる事務の委託がされている場合には、当該委託
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を受けた者を協議会の構成員として加えるものとす

る。 

３  協議会を組織する関係機関は、必要があると認

めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として

加えることができる。 

一  一般事業主の団体又はその連合団体 

二  学識経験者 

三  その他当該関係機関が必要と認める者 

４  協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以

下この項において「関係機関等」という。）が相互の

連絡を図ることにより、女性の職業生活における活

躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の

連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた

女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組について協議を行うものとする。 

５  協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表し

なければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十四条  協議会の事務に従事する者又は協議

会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、

協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十五条  前二条に定めるもののほか、協議会

の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十六条  厚生労働大臣は、この法律の施行に

関し必要があると認めるときは、第八条第一項に

規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は

助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（権限の委任） 

第二十七条  第八条から第十二条まで及び前条に

規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令

で定めるところにより、その一部を都道府県労働局

長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条  この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第二十九条  第十二条第五項において準用する職

業安定法第四十一条第二項の規定による業務の

停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した

者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に

処する。 

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

一  第十八条第四項の規定に違反した者 

二  第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す

る。 

一  第十二条第四項の規定による届出をしないで、

労働者の募集に従事した者 

二  第十二条第五項において準用する職業安定法

第三十七条第二項の規定による指示に従わなか

った者 

三  第十二条第五項において準用する職業安定法

第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

一  第十条第二項の規定に違反した者 

二  第十二条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者 

三  第十二条第五項において準用する職業安定法

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して

答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第三十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、第二十九条、第三十一条又は

前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑

を科する。 

第三十四条  第二十六条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過

料に処する。 

 

附則抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただ

し、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条

を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並

びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一

日から施行する。 

（この法律の失効） 
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第二条  この法律は、平成三十八年三月三十一日

限り、その効力を失う。 

２  第十八条第三項の規定による委託に係る事務

に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘

密については、同条第四項の規定（同項に係る罰

則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

３  協議会の事務に従事していた者の当該事務に

関して知り得た秘密については、第二十四条の規

定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。 

４  この法律の失効前にした行為に対する罰則の適

用については、この法律は、第一項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。 

（政令への委任） 

第三条  前条第二項から第四項までに規定するも

ののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。 

（検討） 

第四条  政府は、この法律の施行後三年を経過し

た場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとする。 
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７．千代田区特定事業主行動計画（概要） 

千代田区では、平成28年度に、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に規定され

る千代田区特定事業主行動計画を策定しました。 

 

■計画期間 

平成28年４月１日～平成33年３月31日 

 

■基本理念 

『ワーク・ライフ・バランスを実現し だれもが活き活きと能力を発揮できる環境づくりを』 

 

■目標 

目標１ ワーク・ライフ・バランスの推進 

目標２ 安心して育児・介護と両立できるための職場環境の整備 

目標３ 女性の活躍に向けた支援の充実 

 

■具体的な取組みと５年後の指標・目標 

目標１ ワーク・ライフ・バランスの推進 

【具体的な取組み】 

○ワーク・ライフ・バランス研修の実施（意識改革） 

○定時退庁の取組み強化 

○超過勤務縮減に向けた取組み強化 

【５年後の指標・目標】 

○超過勤務時間縮減率 20％以上縮減（平成27年度比） 

○職員一人当たりの年次有給休暇取得日数 18日（平成26年度：18日） 

○ワーク・ライフ・バランスに満足している職員の比率 75％ 

（平成27年度職員アンケート：52％） 

 

目標２ 安心して育児・介護と両立できるための職場環境の整備 

【具体的な取組み】 

○男性職員の育児参加の促進 

○両立支援冊子の発行・改定 

○相談窓口の設置 

○育児休業・介護休暇取得者への情報提供の強化 

○育児休業・介護休暇取得者のいる職場への人的支援 

○一般職員以外への支援制度等の周知 

【５年後の指標・目標】 

○出産支援休暇取得率・育児参加休暇取得率 それぞれ80％以上 

（平成26年度：それぞれ62.5％） 
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○育児休業を取得する男性職員の増加（平成26年度：０人） 

〇両立支援冊子の発行（育児を担う男性職員向け、介護に従事する職員向け） 

 

目標３ 女性の活躍に向けた支援の充実 

【具体的な取組み】 

○「千代田区人材育成基本方針」の改定 

○早期のキャリア形成の意識付け 

○女性カレッジの実施 ①ランチケーション ②キャリアアップ研修 

○女性係長のネットワークの立ち上げ 

【５年後の指標・目標】 

○管理・監督者に占める女性職員の比率 40％（平成27年度：23.3％） 
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 ８．用語集 

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃

に関する条約（P.1） 

女子に対する差別が、権利の平等の原則･人

間の尊厳の尊重の原則に反するという認識の下

に、女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃す

るために必要な措置をとることを目的とする条約。

昭和54年に国際連合総会で採択され、昭和56

年に発行。 

 

男女雇用機会均等法（P.1） 

正式には「雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律」といい、

昭和60年に制定。制定後、間接差別の禁止や

男性へのセクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産

等を理由にした解雇等の禁止が盛り込まれたほ

か、平成28年にはマタニティ・ハラスメントの防止

措置義務等が追加。 

 

男女共同参画社会（P.1） 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの

意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画

する機会が確保され、また、男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す

ることができて、共に責任を担うべき社会のこと。 

 

男女共同参画社会基本法（P.1） 

平成11年に制定された男女共同参画に関す

る基本法。男女が互いにその人権を尊重しつつ

責任も分かちあい、性別にとらわれることなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の形成について、基本理念を

明らかにし、それに基づいた国、地方公共団体

及び国民の責務が明記されている。 

 

世界女性会議（P.1） 

女性の地位向上を目的として，国際連合が主

催する国際会議。国際婦人年（昭和50年）を契

機として第１回会議がメキシコシティで開催され

た後、５年ごとに開催されている。 

 

ジェンダー（P.1） 

性別役割分担意識等に見られる、社会的・文

化的に形成された性別に対する考え方。生物学

的な性別を意味するセックスに対する言葉。 

 

エンパワーメント（P.1） 

個人が自分自身の力で問題や課題を解決で

きる社会的技術や能力を獲得すること。 

 

ジェンダー・ギャップ指数（P.1） 

各国の社会進出における男女格差を示す指

標。世界経済フォーラムが毎年公表しているも

ので、経済活動や政治への参画度、教育水準、

出生率や健康寿命等から算出される。 

日本は、教育や健康面では男女間の不平等

は見られず、世界上位の水準ですが、労働賃金、

政治・ビジネス・学術面での社会参画において差

があることが順位が低くなっている原因である。 

 

ジェンダー不平等指数（P.1） 

性と生殖に関する健康（リプロダクティブ・ヘル

ス）、エンパワーメント、労働市場への参加の３つ

の側面における達成度の女性と男性の間の不

平等を映し出す指標。 

５つの評価軸に中等教育以上の教育格差、

妊産婦死亡率、未成年の女性の出産率が含ま

れており、社会参画より貧困がより重視されてい

ることが、ジェンダー・ギャップ指数よりも上位の

水準になっている要因である。 

 

国連女性差別撤廃委員会（P.1） 

女子差別撤廃条約の実施に関する進捗状況

を検討するために国際連合に設置された外部

専門家委員会。 
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男性中心型労働慣行（P.1） 

年功的な処遇、男性正社員を前提とした長

時間労働、既婚女性の家計補助的な非正規雇

用等を特徴とする働き方。第４次男女共同参画

基本計画において新たに示された考え方で、男

女共同参画のために是正されるべき慣行として

位置づけられている。 

 

2020年30％（P.1） 

社会のあらゆる分野において、2020年までに

指導的地位に女性が占める割合を少なくとも

30％程度にしようとする目標を示す標語。第３

次男女共同参画基本計画において示され、第４

次計画にも引き継がれている。 

 

すべての女性が輝く社会づくり本部（P.2） 

様々な状況に置かれた女性が、自らの希望を

実現し、女性の力が十分に発揮され、社会の活

性化につなげるため、内閣に設置された組織。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」および同基本方針に基づき、平成27年度

より毎年度「女性活躍加速のための重点方針」

を策定している。 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（P.2） 

女性が職業生活において、その希望に応じて

十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備す

ることを目的として、平成27年に制定された法

律。同法では、国や地方公共団体、民間事業

主（従業員が301名以上）は女性活躍のための

行動計画の策定が義務付けられている。 

 

ニッポン一億総活躍プラン（P.2） 

日本の経済成長を妨げる根本原因である少子

高齢化に対応し、経済のさらなる好循環を形成

するため、子育て支援・社会保障の基盤を強化

し、すべての人が活躍できる社会を目指す計画。 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）（P.2） 

配偶者や恋人等、親密な関係にある相手か

らの身体的・精神的・経済的・性的暴力等のあ

らゆる暴力のこと。 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律（P.2） 

ＤＶに係る通報、相談、保護、自立支援等の

体制を整備し、配偶者等からの暴力の防止及び

被害者の保護を図ることを目的として平成13年

に制定された法律。配偶者には事実婚のほか、

離婚した男女も含まれる。 

 

私事性的画像記録の提供等による被害の

防止に関する法律（P.2） 

 私事性的画像記録の提供等により私生活の

平穏を侵害する行為を処罰するとともに、個人

の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の

発生又はその拡大を防止することを目的として

平成26年に制定された法律。なお、同法の規

制対象は必ずしもリベンジポルノに限定されるも

のではない。 

 

デートＤＶ（P.2） 

交際中のカップルのあいだに起きるＤＶのこと。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律」では、「生活の本拠を共にする

交際」をする男女が対象となっており、現状では、

デートＤＶは保護命令の対象とならない。 

 

ＬＧＢＴ（P.2） 

女性同性愛者（Lesbian）、男性同性愛者

（Gay）、両性愛者（Bisexual）、性同一性障害を

含む性別越境者等（Transgender）の頭文字を

とり、性的マイノリティを示す言葉。 
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性的マイノリティ（P.2） 

生物学的な性と自分が認識する性が一致し

ない人や、恋愛感情等の性的な意識が同性な

いしは両性に向かう人、生物学的な性別が不明

瞭な人（性分化疾患）のことを示す総称。 

 

昼夜間人口比率（P.3） 

区に常住している人（夜間人口）100人当たり

の区内へ通勤・通学している人（昼間人口）の割

合。100 を超えているときは通勤・通学人口の

流入超過、100 を下回っているときは流出超過

を示している。 

 

労働力人口比率（P.3） 

15歳以上の人口のうち、何らかの仕事に就い

ている人（休業中の人も含む）と就業意志を持ち

ながらも失業している人の合計である労働力人

口の割合。20歳代後半から30歳代にかけて女

性の労働力人口比率が低下することを「Ｍ字カ

ーブ」を称し、結婚・育児による離職が多い減少

を示す言葉として使われている。 

 

ワーク・ライフ・バランス（P.４） 

老若男女誰もが、やりがいを持って仕事をし、

責任を果たす一方、家庭生活、地域生活、個

人の自己啓発などにおいても、自ら希望する生

き方を選択・実現できる状態。 

 

メディアリテラシー（P.9） 

テレビや新聞、インターネットなど様々な情報

を主体的に読み解き、活用する能力。 

 

配偶者暴力相談支援センター（P.9） 

配偶者からの暴力に対して、相談、被害者の

健康回復の支援、被害者とその家族の一時保護、

自立支援等を行い、総合的に対処するための被

害者支援機関。「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律」ができた当初は都

道府県に設置が義務付けられ、平成19年の法

改正では、区市町村にも配偶者暴力相談支援セ

ンター機能を持つことが努力義務とされた。 

 

市町村防災会議（P.10） 

市町村地域防災計画の作成及び実施の推進

を図るために、災害対策基本法に基づいて市町

村に設置される会議。第４次男女共同参画基本

計画では、女性や子どものための備蓄品や避難

所での女性への配慮が求められることから、市町

村防災会議への女性の参加が求められいる。 

 

セクシュアル・ハラスメント（P.11） 

相手の意に反する性的な言葉や行為によっ

て、不快や不安な状態に追い込むことや、それ

らの言動を拒否したことで解雇・降格・減給等の

不利益を受けること。「雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」

にて企業に防止措置が義務付けられている。 

 

マタニティ・ハラスメント（P.11） 

妊娠や出産・育児休業等を理由に、精神的・

身体的苦痛を与える言葉や行為を行うことや、

雇用条件等の面で不利益な扱いをすること。平

成28年３月に「雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律」にて企

業による防止措置が義務付けられた。 

 

次世代育成支援対策推進法（P.12） 

急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社

会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される

環境の整備を図ることを目的として、平成15年

に制定された法律。同法では、国や地方公共団

体、民間事業主（従業員が101名以上）は次世

代育成支援のための行動計画の策定が義務付

けられている。 
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性的指向（P.13） 

人の恋愛や性愛がいずれの性別を対象とす

るかを表す言葉。恋愛・性愛の対象が異性に向

かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両性に

向かう両性愛を指す。 

 

性自認（P.13） 

自分自身が認識する性別を表す言葉。生物

学的な性と性自認が一致しない状態を性同一

性障害という。 

 

性別役割分担意識（P.13） 

「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきだ」

というように、男性と女性は生まれながらに役割

が異なり、それぞれにあった生き方があらかじめ

決まっているという考え方。 

 

性と生殖に関する健康と権利（リプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライツ）（P.23） 

リプロダクティブ・ヘルスとは、女性の全生涯に

おいて、身体的、精神的、社会的に良好な健康

状態にあることを指し、リプロダクティブ・ライツは、

自らの意思で妊娠・出産等について選択できる

自己決定権を尊重する考え方を指す。 

 

パワー・ハラスメント（P.31） 

職権等の権力を背景にして、本来の業務の範

疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言

動を指し、就業者の働く関係を悪化させたり、雇

用不安を与えたりすること。 

 

モラル・ハラスメント（P.31） 

言葉や態度等によって行われる精神的な暴

力、嫌がらせのこと。 
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